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福沢諭吉の女性論

福
沢
諭
吉
の
女
性
論

 

小

泉

仰

現
代
日
本
に
お
い
て
す
で
に
女
性
学
会
が
三
つ
出
来
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学

会
は
盛
ん
に
女
性
論
を
論
議
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
日
本
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
運
動

も
、
ま
だ
多
く
の
課
題
を
残
し
て
い
る
と
は
言
え
、
か
な
り
定
着
し
て
き
た
と
い

え
よ
う
。
さ
ら
に
一
九
九
五
年
秋
に
は
北
京
に
お
い
て
女
性
に
関
す
る
国
際
会
議

が
開
か
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
ア
ジ
ア
で
も
女
性
を
め
ぐ
る
論
議
は
国
際
的
な
広
が

り
を
持
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
う
い
う
学
会
が
で
き
て
、
そ
こ
で
女
性
論
を
論
じ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
実
は
戦
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
現
代
の
女
性
論
に
通
じ
る
よ
う

な
日
本
に
お
け
る
女
性
論
の
先
駆
者
は
、
一
体
誰
だ
っ
た
の
か
、
特
に
明
治
維
新

に
な
っ
て
か
ら
日
本
で
初
め
て
女
性
の
権
利
を
守
る
こ
と
を
主
張
し
た
女
性
論
を

論
じ
出
し
た
の
は
誰
か
、
そ
の
女
性
論
の
内
容
は
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
の
か
、
と

問
う
て
み
る
と
、
そ
れ
は
福
沢
諭
吉
で
あ
り
、
近
代
日
本
に
お
い
て
現
代
に
も
通

じ
る
一
番
最
初
の
女
性
論
の
内
容
は
、
福
沢
諭
吉
の
女
性
論
に
他
な
ら
な
い
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
日
本
に
お
け
る
女
性
論
の
先
駆
で
あ
っ
た
福
沢
諭
吉

の
女
性
論
を
本
論
の
テ
ー
マ
に
致
し
た
い
と
思
う
。

福
沢
諭
吉
の
女
性
論
の
時
代
区
分

さ
て
、『
福
沢
諭
吉
全
集
』
の
全
二
十
一
巻
を
見
通
し
て
、
彼
が
女
性
論
を
論
じ

た
時
期
の
区
分
を
考
え
る
と
、
大
ざ
っ
ぱ
に
言
っ
て
三
期
に
分
け
て
み
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
も
三
期
の
間
に
そ
れ
ぞ
れ
七
年
間
ほ
ど
、
彼
が
女
性
論
を
殆
ど
論

じ
な
い
時
期
が
あ
る
の
で
、
大
変
区
分
し
や
す
い
の
で
あ
る
。

第
一
期
は
、
幕
末
の
慶
応
二
年（
一
八
六
六
）に
出
版
し
た
『
西
洋
事
情
初
編
』

と
慶
応
三
年（
一
八
六
七
）に
出
版
し
た
『
西
洋
事
情
外
編
』
を
始
め
と
し
、『
中
津

留
別
の
書
』
か
ら
明
治
九
年
八
月（
一
八
七
六
）の
『
学
問
の
す
ゝ
め

一
五
編
』

ま
で
で
あ
る
。
但
し
『
西
洋
事
情
初
編
』
及
び
『
西
洋
事
情
外
編
』
と
い
う
本
は
、

福
沢
自
身
の
著
書
と
い
う
よ
り
は
、W

illiam
 &

 R
obert C

ham
bers

、
チ
ェ
ム
バ
ー

ズ
兄
弟
が
編
集
し
た C

ham
bers’ E

ducational C
ourse 

及
び M

oral C
lass B

ook

を
土
台
に
翻
案
し
た
本
で
あ
る
か
ら
、
福
沢
自
身
の
著
作
で
は
な
い
。
し
か
し
福
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沢
が
そ
の
内
容
に
共
鳴
し
て
翻
案
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
の
福
沢
の
著
作
の

根
底
に
あ
る
思
想
を
幾
つ
か
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
重
要
な
著
作
で
あ
る
。
ま

た
同
時
に
こ
の
本
は
、
明
治
政
府
も
維
新
期
の
政
策
決
定
の
第
一
級
の
資
料
と
し

て
採
用
し
て
お
り
、
さ
ら
に
小
学
校
教
育
の
教
科
書
と
し
て
も
採
用
さ
れ
て
い
た

と
い
う
、
当
時
大
変
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
著
書
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
『
西
洋
事
情
』
を
前
提
に
し
な
が
ら
彼
自
身
の
思
想
を
展
開
し
た
最

初
の
本
は
『
中
津
留
別
の
書
』
で
あ
り
、
こ
れ
は
明
治
三
年（
一
八
七
○
）に
書
か

れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
福
沢
諭
吉
の
女
性
論
の
第
一
期
は
、
明
治
三
年
の
『
中
津

留
別
の
書
』
か
ら
始
ま
っ
て
、『
学
問
の
す
ゝ
め

八
編
』（
明
治
七
年
四
月
、
一
八

七
四
）
と
『
一
三
編
』（
明
治
七
年
十
二
月
、
一
八
七
四
）
及
び
『
一
五
編
』（
明
治

九
年
八
月
、一
八
七
六
）
を
含
ん
だ
時
期
の
女
性
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
頃
の
彼
の
女
性
論
は
、
福
沢
が
三
十
五
歳
か
ら
四
十
一
歳
に
至
る
、
い
わ

ば
著
作
年
齢
か
ら
し
て
三
十
台
か
ら
四
十
台
に
か
け
て
の
若
い
力
を
存
分
に
発
揮

し
て
、 

こ
れ
か
ら
一
層
昇
り
詰
め
て
い
こ
う
と
す
る
勢
い
を
示
し
て
い
る
作
品
群

中
に
展
開
さ
れ
て
い
る
論
議
で
あ
る
。

第
一
期
か
ら
七
年
間
を
置
い
て
、
第
二
期
は
、
明
治
十
六
年（
一
八
八
二
）か
ら

明
治
二
十
一
年（
一
八
八
八
）ま
で
の
時
期
で
あ
る
。
丁
度
、
福
沢
が
四
十
八
歳
か

ら
五
十
一
歳
位
ま
で
の
ま
さ
に
油
の
乗
り
切
っ
た
時
期
の
作
品
群
で
あ
る
。
こ
の

時
期
に
は
、
彼
は
明
治
十
六
年
の
「
婦
女
孝
行
論
」
お
よ
び
「
婦
女
孝
行
餘
論
」

を
書
い
て
後
、
明
治
十
八
年（
一
八
八
五
）に
は
福
沢
の
女
性
論
と
し
て
は
最
も
有

名
な  『
日
本
婦
人
論
』、『
日
本
婦
人
論
後
編
』、『
品
行
論
』
と
い
っ
た
著
作
を
立

て
続
け
に
書
き
続
け
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
明
治
十
九
年（
一
八
八
六
）に
は
、
福

沢
は
『
男
女
交
際
論
』『
男
女
交
際
餘
論
』、『
婚
姻
早
晩
論
』、
さ
ら
に
明
治
二
十

一
年（
一
八
八
八
）に
『
日
本
男
子
論
』
を
書
い
て
い
る
。
こ
の
第
二
期
は
、
福
沢

が
最
も
代
表
的
な
女
性
論
を
集
中
し
て
書
き
続
け
た
時
期
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。

福
沢
女
性
論
の
第
三
期
は
、
第
二
期
か
ら
の
七
年
間
、
主
要
な
女
性
論
を
執
筆

し
な
か
っ
た
七
年
間
を
除
い
て
、
明
治
二
十
八
年
か
ら
始
ま
り
、
明
治
三
十
二
年

に
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
時
期
は
、
福
沢
が
六
十
歳
か
ら
六
十
四
歳
の
頃
で
あ
る
。

福
沢
は
明
治
三
十
四
年
二
月
三
日（
一
九
○
一
）に
六
十
六
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
る

か
ら
、
こ
の
時
期
の
著
作
は
、
そ
れ
こ
そ
彼
の
晩
年
期
の
作
品
で
あ
る
。
こ
の
時

期
に
福
沢
は
、
明
治
二
十
八
年（
一
八
九
五
）の
『
福
翁
百
話
』
を
時
事
新
報
の
社

説
に
お
い
て
書
き
続
け
る
が
、
こ
の
本
の
中
に
女
性
論
を
展
開
し
て
い
る
。
ま
た

明
治
三
十
一
年（
一
八
九
八
）に
『
福
沢
先
生
浮
世
談
』
を
書
い
て
、
老
齢
の
立
場

で
洒
脱
な
論
調
を
用
い
て
、
女
性
論
を
展
開
し
て
い
る
。
さ
ら
に
明
治
三
十
二
年

（
一
八
九
九
）に  『
女
大
學
評
論
』
と
『
新
女
大
學
』
と
い
っ
た
最
晩
年
期
の
女
性

論
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
以
上
の
三
期
に
亘
っ
て
、
福
沢
諭
吉
が
ど
の
よ

う
な
女
性
論
を
展
開
し
て
い
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

第
一
期
の
福
沢
諭
吉
の
女
性
論
の
時
代
背
景

さ
て
第
一
期
の
福
沢
の
時
代
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
幕
末
一
八
六
六
年
か
ら

明
治
三
年（
一
八
七
○
）さ
ら
に
は
明
治
九
年（
一
八
七
六
）ま
で
と
い
う
幕
末
・
明

治
初
期
の
時
代
で
あ
る
。

こ
の
時
代
の
日
本
女
性
の
社
会
的
地
位
は
、
現
在
と
は
天
と
地
の
よ
う
に
違
っ
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福沢諭吉の女性論

て
い
た
。
当
時
は
徳
川
時
代
の
男
尊
女
卑
の
社
会
的
差
別
を
な
お
濃
厚
に
維
持
し

続
け
て
い
た
時
代
で
あ
る
。
し
か
も
男
尊
女
卑
の
制
度
は
、
日
本
の
儒
学
思
想
に

よ
っ
て
公
け
に
正
当
化
さ
れ
、
誰
か
ら
も
批
判
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
正
し
い
制
度

と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
後
に
福
沢
が
攻
撃
の
的
に
す
る
有
名
な
本
が
あ

る
が
、
そ
れ
は
当
時
、
貝
原
益
軒
が
書
い
た
と
言
わ
れ
て
い
た
『
女
大
學
』
で
あ

る
。
こ
の
本
は
明
治
時
代
に
な
っ
て
も
、
ま
だ
徳
川
時
代
に
引
き
続
い
て
影
響
力

を
持
ち
続
け
、
女
性
教
育
の
基
準
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
実
を
い
う
と
、
こ
の
本

は
貝
原
益
軒
が
書
い
た
『
和
俗
童
子
訓
』
と
い
う
本
を
下
敷
に
し
て
書
き
上
げ
た

大
変
短
い
も
の
で
、
現
在
誰
が
書
い
た
か
分
か
ら
な
い
が
、
簡
潔
に
女
性
へ
の
教

訓
を
盛
り
込
ん
だ
本
で
あ
る
。
そ
れ
は
女
性
へ
の
差
別
意
識
を
濃
厚
に
含
み
、
女

性
の
権
利
を
全
く
認
め
な
い
女
子
三
従
七
去
の
教
え
を
説
く
封
建
思
想
を
如
実
に

表
明
し
た
教
訓
書
で
あ
る
。

明
治
初
期
は
ま
だ
こ
の
よ
う
な
本
が
幅
を
き
か
し
て
い
た
時
代
で
あ
り
、
言
い

換
え
れ
ば
、
女
性
の
権
利
が
大
変
希
薄
で
あ
っ
た
時
代
で
あ
る
。
そ
ん
な
時
代
に

福
沢
が
男
女
平
等
を
唱
え
た
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
氣
違
い
沙
汰
で
あ
っ
た
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

福
沢
の
同
時
代
人
で
、
中
村
敬
宇
と
い
う
人
物
が
い
る
。
彼
は
明
治
時
代
に

あ
っ
て
女
性
の
向
上
を
計
る
こ
と
の
重
要
性
を
論
じ
た
数
少
な
い
人
の
一
人
で

あ
っ
た
。
こ
の
人
は
幕
末
に
は
官
学
の
中
心
で
あ
っ
た
徳
川
幕
府
の
儒
学
の
学
校
、

昌
平
黌
の
一
等
教
授
で
あ
り
、
幕
府
が
派
遣
し
た
留
学
生
の
取
締
役
と
し
て
一
八

六
六
年
か
ら
一
八
六
八
年
ま
で
ほ
ぼ
二
年
間
ロ
ン
ド
ン
に
留
学
し
た
人
で
あ

る
。
明
治
維
新
期
に
は
サ
ム
エ
ル
・
ス
マ
イ
ル
ズ
の “Self-H

elp” 

を
訳
し
て
、
当

時
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
『
西
国
立
志
編
』（
明
治
四
）
を
出
版
し
た
り
、

J.S
.M

ill 

の
『
自
由
之
理
』（
明
治
五
）
を
訳
し
た
大
変
有
名
な
人
物
で
あ
る
。
福

沢
や
森
有
礼
と
共
に
明
六
社
を
組
織
し
て
啓
蒙
運
動
に
活
躍
し
、
後
に
は
東
京
大

学
漢
文
学
教
授
を
勤
め
、
さ
ら
に
貴
族
院
勅
撰
議
員
を
勤
め
た
人
で
あ
る
。

彼
は
明
治
八
年（
一
八
七
五
）に
は
女
性
の
教
育
が
極
め
て
大
切
で
あ
り
、
男
性

と
同
じ
教
養
を
身
に
つ
け
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
、「
善
良
ナ
ル
母
ヲ
造
ル
ノ

論
」
と
い
う
小
論
を
書
い
た
。
さ
ら
に
彼
の
経
営
し
た
私
塾
の
同
人
社
に
お
い
て

は
男
女
共
学
を
も
行
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
女
性
の
地
位
向
上
に
大
変
貢
献

し
た
数
少
な
い
人
物
の
一
人
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
論
文
で
は
、
男
女
同
権
に

つ
い
て
「
そ
れ
は
さ
て
置
き
」
と
、
論
議
を
う
や
む
や
に
し
て
い
る
。

当
時
の
有
名
な
明
治
政
府
の
官
僚
で
し
か
も
男
女
平
等
の
理
念
を
実
践
し
た
人

と
い
う
と
、
森
有
礼
が
い
る
。
彼
は
明
治
政
府
の
高
級
官
僚
と
し
て
は
特
別
例
外

的
な
存
在
で
あ
っ
た
。
彼
は
幕
末
に
薩
摩
藩
か
ら
派
遣
さ
れ
て
英
国
留
学
を
し
て

い
る
が
、
そ
の
最
中
に T

hom
as L

ake H
arris （

一
八
二
三—

一
九
○
六
）
と
い
う

人
物
の
主
張
し
た
基
督
教
に
共
鳴
し
て
い
る
。

こ
の
ハ
リ
ス
と
い
う
人
物
は
、
英
国
生
ま
れ
で
あ
る
が
、
五
歳
の
と
き
に
ア
メ

リ
カ
に
移
住
し
て
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
影
響
の
強
い
ア
メ
リ
カ
ン
・
ユ
ニ

ヴ
ァ
ー
サ
リ
ス
ト
教
会
系
の
牧
師
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
彼
は
神
秘
的
な
霊
媒
体

験
を
基
礎
に
特
殊
の
新
興
基
督
教
団
を
創
立
し
、
信
仰
者
集
団
と
と
も
に
一
種
の

理
想
主
義
的
原
始
共
産
制
度
（
英
語
で Fam

ily Partnership

）
を
敷
い
て
自
分
は
父

F
ather 

と
し
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ブ
ロ
ク
ト
ン
と
い
う
所
に
葡
萄
園
を
始
め
、
さ

ら
に
ア
メ
ニ
ア
に
移
っ
て
農
園
を
上
記
の
思
想
を
も
っ
て
経
営
し
て
い
た
。
森
有
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礼
は
、
こ
の
ハ
リ
ス
教
団
に
入
団
し
て
一
年
ち
ょ
っ
と
ア
メ
リ
カ
で
過
ご
し
た
の

で
あ
る
（
一
八
六
七—

）。

ハ
リ
ス
教
団
が
通
常
の
教
会
に
お
け
る
洗
礼
を
施
行
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
わ

か
ら
な
い
の
で
、
森
も
こ
こ
で
洗
礼
を
受
け
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
明
治

天
皇
の
侍
講
で
あ
り
、
ま
た
教
育
勅
語
の
発
布
を
促
進
す
る
た
め
に
か
な
り
活
躍

し
た
元
田
永
孚
は
、
森
の
こ
と
を
基
督
教
徒
だ
と
い
っ
て
は
い
る
が
、
洗
礼
を
受

け
た
か
ど
う
か
の
真
偽
の
程
は
わ
か
ら
な
い
。

し
か
し
帰
国
後
の
森
は
、
自
分
が
基
督
教
の
団
体
に
参
加
し
た
こ
と
な
ど
、
一

言
も
語
っ
て
い
な
い
し
、
自
分
を
基
督
教
徒
だ
と
公
言
し
た
こ
と
も
な
い
。
と
は

い
え
森
有
礼
は
、
基
督
教
の
重
要
な
倫
理
で
あ
っ
た
一
夫
一
婦
制
を
守
っ
て
い
た

珍
し
い
人
物
で
あ
っ
た
。

こ
の
森
有
礼
を
除
け
ば
、
明
治
新
政
府
の
高
級
官
僚
た
ち
は
、
一
夫
一
婦
制
を

守
ろ
う
と
し
た
人
は
殆
ど
な
く
、
何
人
も
妾
を
持
つ
人
が
多
か
っ
た
。
当
時
の
自

由
民
権
論
者
た
ち
で
さ
え
、
芸
者
や
娼
妓
と
戯
れ
る
こ
と
を
女
性
の
権
利
の
侵
害

だ
と
は
思
っ
て
も
見
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
ら
の
い
う
自
由
民
権

と
は
男
性
だ
け
の
民
権
論
で
あ
っ
て
、
女
性
の
人
権
を
口
に
す
る
も
の
は
ほ
と
ん

ど
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

明
治
初
期
の
時
代
に
日
本
に
と
っ
て
す
べ
て
の
社
会
制
度
、
政
治
制
度
、
経
済

制
度
の
モ
デ
ル
と
見
ら
れ
た
英
国
で
も
、
英
国
女
性
の
置
か
れ
て
い
た
事
情
は
、

日
本
と
は
違
う
と
は
い
え
夫
婦
の
権
利
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
見
る
と
、
と
て
も

男
女
同
権
と
は
言
い
が
た
い
状
態
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
福
沢
諭
吉
が
よ
く
読
ん

J

S

で
い
て
自
分
の
女
性
論
の
基
礎
と
み
な
し
て
い
た 

・ 

・
ミ
ル
の “

T
he Subjec-

tion of W
om

en” 

と
い
う
本
が
あ
る
。
こ
の
本
は
、
一
八
六
九
年
つ
ま
り
明
治
二

年
に
出
版
さ
れ
た
が
、
こ
の
本
に
よ
る
と
、
英
国
で
も
女
性
は
慣
習
的
に
だ
け
で
な

く
法
律
的
に
も
男
性
の
下
に
服
従
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
。
ミ
ル

は
こ
の
本
の
中
で
、
当
時
の
英
国
の
夫
婦
間
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

「
夫
の
利
益
に
な
る
こ
と
を
除
い
て
は
、
妻
は
財
産
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

財
産
が
相
続
に
よ
っ
て
彼
女
の
も
の
に
成
っ
た
途
端
、
事
実
上
、
夫
の
も
の
に

な
る
。…

…

妻
は
夫
が
自
分
を
憎
ん
で
い
る
の
を
知
っ
て
い
て
も
、
夫
の
日
常

の
楽
し
み
と
し
て
妻
を
痛
め
つ
け
る
た
め
で
あ
っ
て
も—

—

夫
は
人
間
の
品
位

を
最
低
に
卑
し
め
る
こ
と
、
つ
ま
り
妻
を…

…

動
物
的
機
能
の
道
具
に
し
て
し

ま
う
こ
と
を
要
求
で
き
る
し
、
力
尽
く
で
そ
ん
な
行
為
を
強
制
で
き
た
の
で
あ

る
。」

当
時
の
先
進
国
の
英
国
で
さ
え
、
女
性
は
男
性
に
対
し
て
不
平
等
の
状
況
に
置

か
れ
て
い
た
。
い
わ
ん
や
封
建
時
代
か
ら
や
っ
と
目
覚
め
て
、
新
し
い
時
代
に
這

い
出
た
ば
か
り
の
日
本
の
十
九
世
紀
半
ば
の
時
代
で
あ
る
か
ら
、
日
本
の
女
性
の

社
会
的
地
位
は
、
極
め
て
低
か
っ
た
。
そ
ん
な
時
代
に
福
沢
が
男
女
同
権
論
を
展

開
し
た
か
ら
、
こ
れ
は
驚
く
べ
き
見
解
で
あ
っ
て
、
当
時
と
し
て
は
時
期
尚
早
の

見
解
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
福
沢
諭
吉
が
自
分
の
見
解
と
し
て
公
け
に
女
性
論
を
書
き
始
め
た

の
は
、
上
記
の
よ
う
に
明
治
三
年（
一
八
七
○
）の
『
中
津
留
別
の
書
』
か
ら
で
あ

る
が
、
福
沢
が
女
性
問
題
に
関
心
を
抱
き
始
め
た
の
は
、
明
治
三
年
よ
り
も
ず
っ

と
早
い
時
期
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
明
治
十
五
年（
一
八
八
二
）に

福
沢
が
創
立
し
た
時
事
新
報
社
の
あ
る
記
者
は
、
福
沢
に
親
し
く
接
し
て
い
た
が
、

(
)28
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福
沢
が
話
を
し
て
く
れ
た
も
の
を
こ
こ
に
発
表
す
る
と
断
っ
て
、
明
治
三
十
二
年
四

月
十
四
日（
一
八
九
九
）の
『
時
事
新
報
』
の
記
事
と
し
て
「
福
沢
先
生
の
女
学
論
発

表
の
次
第
」
と
い
う
小
論
を
投
稿
し
て
い
る
。
こ
の
小
論
に
よ
れ
ば
、  

福
沢
は
中

津
藩
の
命
令
に
よ
り
江
戸
に
上
京
し
、
安
政
元
年（
一
八
五
八
）に
慶
応
義
塾
と
い
う

蘭
学
塾
を
鉄
砲
洲
に
創
立
し
た
が
、
こ
の
頃
す
で
に
福
沢
は
女
性
論
へ
の
関
心
を

持
っ
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
今
そ
の
記
事
を
以
下
に
引
用
し
て
み
よ
う
。

「
先
生
は
夙
に
此
一
事
に
心
を
篭
め
、
二
十
五
歳
の
年
、
初
め
て
江
戸
に
出
で
た

る
以
来
、
と
き
ど
き
貝
原
益
軒
の
女
大
學
を
繙
き
、
自
ら
略
評
を
記
し
た
る
も

の
幾
冊
の
多
き
に
及
べ
る
程
に
て
、
其
の
復
稿
は
既
に
幾
十
年
の
昔
に
成
り
た

れ
ど
も
、
当
時
の
社
会
を
見
れ
ば
、
世
間
一
般
の
気
風
兎
角
落
付
か
ず
、
恰
も

物
に
狂
す
る
如
く
に
し
て
、
真
面
目
に
女
学
論
な
ど
唱
ふ
る
も
、
耳
を
傾
け
て

静
か
に
之
を
聞
く
も
の
有
り
や
無
し
や
、
甚
だ
覚
束
な
き
有
様
な
る
に
ぞ
、  

只

こ
れ
を
心
に
蓄
ふ
る
の
み
に
し
て
、
容
易
に
発
せ
ず
、
以
て
時
機
の
到
来
を
待

ち
た
り
し…

…

」

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
福
沢
が
江
戸
に
出
て
き
た
の
は
一
八
五
八
年
、
つ
ま
り

安
政
五
年
で
鉄
砲
洲
に
蘭
学
を
教
え
る
福
沢
塾
を
創
立
し
た
年
で
あ
り
、
こ
の
年

が
慶
應
義
塾
創
立
の
年
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
彼
が
満
二
十
三
歳
の
と
き
で
、
こ
の

歳
か
ら
、
女
性
問
題
が
大
変
大
事
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し

当
時
の
情
勢
が
女
性
問
題
を
論
じ
る
に
は
あ
ま
り
に
も
早
す
ぎ
た
嫌
い
が
あ
る
と

判
断
し
て
、
彼
は
自
分
の
意
見
を
全
く
発
表
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
特
に
貝
原

益
軒
の
『
女
大
學
』
に
対
す
る
批
判
原
稿
を
書
い
て
筐
底
深
く
仕
舞
っ
て
い
た
と

い
う
の
で
あ
る
。

何
故
彼
が
女
性
問
題
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
か
と
い
う
と
、
一
つ
に
は
彼
の
家

庭
の
事
情
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
が
意
識
を
持
ち
始
め
た
頃
に
は
父
親
の

百
助
は
亡
く
な
っ
て
お
り
、
残
さ
れ
た
家
族
は
母
一
人
、
兄
一
人
、
さ
ら
に
姉
が

三
人
で
あ
り
、
福
沢
諭
吉
は
末
っ
子
で
あ
っ
た
。
こ
の
兄
は
父
が
亡
く
な
っ
た
後

を
継
い
で
大
阪
に
行
っ
て
、
中
津
藩
の
蔵
屋
敷
に
務
め
に
出
た
後
で
は
、
福
沢
の

中
津
の
家
庭
で
は
母
一
人
、
姉
が
三
人
も
い
て
、
家
庭
は
年
上
の
女
ば
か
り
の
四

人
で
あ
り
、
一
番
歳
下
の
福
沢
は
、
年
上
の
女
ば
か
り
の
環
境
で
育
っ
た
わ
け
で
、

女
性
の
力
が
身
に
沁
み
て
よ
く
分
か
っ
て
い
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
福
沢
の
女
性

論
は
、
二
十
歳
台
か
ら
の
見
解
で
あ
っ
た
と
い
え
る
が
、
そ
の
素
地
は
女
性
優
位

の
彼
の
家
庭
環
境
が
影
響
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

『
西
洋
事
情
』
の
中
の
男
女
論

さ
て
一
八
六
六
年（
慶
応
二
）に
福
沢
は
『
西
洋
事
情
初
編
』
を
出
版
し
て
い
る

が
、
こ
の
本
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
福
沢
が
非
常
に
共
鳴
し
た
本
で
あ
り
、

後
の
彼
自
身
の
著
書
に
も
残
っ
て
い
る
思
想
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に

巻
之
二
に
は
、
福
沢
は
、
ア
メ
リ
カ
の
独
立
宣
言
を
訳
し
て
い
る
の
が
見
ら
れ
る
。

英
語
で
は
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
文
章
で
あ
る
。“

W
e hold these T

ruths to be

self-evident,that all m
en are created equal, that they are endow

ed by their

C
reator w

ith certain unalienable rights,” 

福
沢
は
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
訳
し
て

い
る
。

「
天
の
人
を
生
ず
る
は
億
兆
皆
同
一
轍
に
て
、
之
に
付
与
す
る
に
動
か
す
可
ら
ざ

る
の
通
義
を
以
て
す
（
選
一
・
一
三
九 

頁
）」

(
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福
沢
は
こ
こ
で
夫
婦
の
倫
理
が
す
べ
て
の
倫
理
の
基
礎
で
あ
り
、
し
か
も
天
地

の
間
で
男
女
は
全
く
平
等
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
短
い
論
文

に
は
、
も
う
一
つ
の
大
変
重
要
な
主
張
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
夫
婦
別
あ

り
」
と
い
う
儒
教
の
主
張
に
つ
い
て
、
福
沢
が
意
識
的
に
全
く
新
し
い
解
釈
を
提

出
し
た
こ
と
で
あ
る
。

夫
婦
別
あ
り
と
は
、
夫
が
外
の
仕
事
を
担
当
し
、
妻
が
家
の
中
の
仕
事
を
担
当

す
る
と
い
う
の
が
、
通
常
こ
れ
ま
で
の
解
釈
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
福
沢

は
次
の
よ
う
な
全
く
新
し
い
解
釈
を
出
し
て
い
る
。

「
別
あ
り
と
は
、
分
け
隔
て
あ
り
と
い
ふ
こ
と
に
は
あ
る
ま
じ
。
夫
婦
の
間
は
情

こ
そ
あ
る
可
き
な
り
。
他
人
ら
し
く
分
け
隔
て
あ
り
て
は
と
て
も
家
は
治
り
が

た
し
。
さ
れ
ば
別
と
は
区
別
の
義
に
て
、
此
男
女
は
此
夫
婦
、
彼
男
女
は
彼
夫

婦
と
、
二
人
づ
ゝ
区
別
正
し
く
定
ま
る
と
い
ふ
義
な
る
べ
し
。」

言
い
換
え
れ
ば
、
夫
婦
二
人
が
社
会
の
独
立
単
位
で
あ
り
、
他
の
夫
婦
と
は
別

の
存
在
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
主
張
に
は
、
二

つ
の
大
変
重
要
な
含
み
が
あ
る
。
一
つ
は
、
福
沢
が
日
本
の
従
来
の
慣
習
で
あ
っ

た
夫
一
人
に
大
勢
の
妾
を
抱
え
る
こ
と
が
不
合
理
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
の
「
夫
婦

別
有
り
」
と
い
う
儒
教
の
命
題
に
対
し
て
福
沢
独
特
の
解
釈
を
施
す
こ
と
に
よ
っ

て
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
夫
婦
は
一
セ
ッ
ト
で
あ
っ
て
、
こ
の
間
に
妾

が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
命
題
は
も
う
一
つ
の
含
み
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
解
釈
の
少
し

後
で
父
母
と
子
供
の
関
係
を
福
沢
が
論
じ
て
お
り
、
子
供
が
一
人
前
に
な
っ
た
ら

「
父
母
は
こ
れ
を
棄
て
ゝ
顧
み
ず
、
独
立
の
活
計
を
営
ま
し
め
、
其
好
む
所
に
行

(
)36

と
訳
し
て
い
る
。
独
立
宣
言
は
人
間
す
べ
て
に
は
平
等
の
権
理
と
通
義
が
あ
る
こ

と
を
確
認
し
て
い
る
。
こ
の
宣
言
か
ら
後
の
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
冒
頭
の
「
天
は

人
の
上
に
人
を
造
ら
ず
、
人
の
下
に
人
を
造
ら
ず
と
い
へ
り
」
と
い
う
名
文
句
が

生
ま
れ
た
こ
と
が
今
日
認
ら
れ
て
い
る
。
人
間
が
す
べ
て
平
等
の
権
理
通
義
を

持
っ
て
い
る
と
い
う
理
念
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
男
女
平
等
の
理
想
を
含

ん
で
い
る
。

し
か
し
、
福
沢
自
身
も
『
旧
藩
情
』
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
士
農
工
商
と

か
武
士
仲
間
で
も
上
士
と
下
士
と
の
間
の
上
下
差
別
の
厳
し
い
カ
ー
ス
ト
が
崩
れ

て
い
な
い
幕
末
の
時
代
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
い
く
ら
福
沢
が
男
女
平
等
を
叫
ん

で
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
可
能
性
は
な
い
と
判
断
し
て
い
た
。
そ
こ
で
彼
は
『
西
洋
事

情
』
と
い
う
翻
案
を
除
い
て
は
、
全
く
男
女
の
問
題
に
触
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

『
中
津
留
別
の
書
』

さ
て
、
福
沢
自
身
の
言
葉
で
語
っ
た
女
性
論
の
最
初
は
、
明
治
三
年
つ
ま
り
一

八
七
○
年
の
『
中
津
留
別
の
書
』
と
い
う
短
い
文
章
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
変
重
要

な
本
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
中
で
夫
婦
の
問
題
を
論
じ
な
が
ら
、
福
沢
は
、

初
め
て
家
庭
と
社
会
の
中
の
女
性
の
地
位
に
つ
い
て
当
時
と
し
て
は
誠
に
突
出
し

た
意
見
を
展
開
す
る
か
ら
で
あ
る
。
今
そ
の
一
部
を
引
用
し
て
み
る
と
、
次
の
通

り
で
あ
る
。

「
人
倫
の
大
本
は
夫
婦
な
り
。
夫
婦
あ
り
て
後
、
親
子
あ
り
、
兄
弟
姉
妹
あ
り
。

天
の
人
を
生
ず
る
や
、
開
闢
の
始
、
一
男
一
女
な
る
べ
し
。…

…

又
男
と
い
ひ

女
と
い
ひ
、
等
し
く
天
地
間
の
一
人
に
て
軽
重
の
別
あ
る
べ
き
理
な
し
。」

(
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き
、
其
欲
す
る
事
を
為
さ
し
め
て
可
な
り…

…

前
に
云
へ
る
棄
て
ゝ
顧
み
ず
と
は
、

父
子
の
間
柄
に
て
も
其
独
立
自
由
を
妨
げ
ざ
る
の
趣
意
の
み
」
と
い
う
文
章
が
あ

る
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
親
夫
婦
と
子
供
夫
婦
と
は
独
立
で

あ
り
、
独
立
体
と
し
て
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
含
み
を
「
夫
婦
別

有
り
」
の
命
題
が
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
親
夫
婦
は
親
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

子
供
夫
婦
の
権
理
通
義
を
犯
し
て
は
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
含
み
を

考
え
る
と
、
福
沢
の
夫
婦
関
係
は
、
二
十
世
紀
後
半
の
日
本
社
会
の
典
型
的
な
親

子
夫
婦
関
係
を
描
い
た
こ
と
に
な
る
。

『
学
問
の
す
ゝ
め
』
の
中
の
女
性
論

さ
て
、『
中
津
留
別
の
書
』
を
書
い
た
二
年
後
の
明
治
五
年
か
ら
明
治
九
年
ま

で
、
福
沢
の
主
著
の
一
つ
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
の
各
編
が
次
々
と
出
版
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
本
の
八
編
は
、
明
治
七
年
四
月（
一
八
七
四
）に
出
て
い
る
が
、
こ
こ
で

福
沢
は
次
の
よ
う
な
貝
原
益
軒
の
『
女
大
學
』
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。

「
然
る
に
家
の
内
に
て
は
公
然
と
人
を
恥
し
め
、
嘗
て
こ
れ
を
咎
る
者
な
き
は
何

ぞ
や
。
女
大
學
と
云
ふ
書
に
、
夫
人
に
三
従
の
道
あ
り
、
稚
き
時
は
父
母
に
従

ひ
、
嫁
る
時
は
夫
に
従
ひ
、
老
て
は
子
に
従
ふ
可
し
と
云
へ
り
。
稚
き
時
に
父

母
に
従
ふ
は
尤
な
れ
ど
も
、
嫁
て
夫
に
従
ふ
と
は
如
何
に
し
て
こ
れ
に
従
ふ
こ

と
な
る
や
、
其
従
ふ
様
を
問
は
ざ
る
可
ら
ず
。
女
大
學
の
文
に
拠
れ
ば
、
亭
主

は
酒
を
飲
み
女
郎
に
耽
り
妻
を
罵
り
子
を
叱
て
放
蕩
淫
乱
を
尽
す
も
、
婦
人
は

こ
れ
に
従
ひ
、
こ
の
淫
夫
を
天
の
如
く
敬
ひ
尊
み
顔
色
を
和
は
ら
げ
悦
ば
し
き

言
葉
に
て
こ
れ
を
異
見
す
可
し
と
の
み
あ
り
て
、
其
先
き
の
始
末
を
ば
記
さ
ず
。

さ
れ
ば
此
教
の
趣
意
は
、
淫
夫
に
て
も
姦
夫
に
て
も
既
に
己
が
夫
と
約
束
し
た

る
上
は
、
如
何
な
る
恥
辱
を
蒙
る
も
こ
れ
に
従
は
ざ
る
を
得
ず
。
唯
心
に
も
思

は
ぬ
顔
色
を
作
り
て
諌
る
の
権
義
あ
る
の
み
。
其
諌
に
従
ふ
と
従
は
ざ
る
と
は

淫
夫
の
心
次
第
に
て
、
即
ち
淫
夫
の
心
は
こ
れ
を
天
命
と
思
ふ
よ
り
外
に
手
段

あ
る
こ
と
な
し…

…

腕
の
力
を
本
に
し
て
男
女
上
下
の
名
文
を
立
た
る
教
な
る

可
し
。」

理
不
尽
な
夫
に
対
し
て
も
、
妻
は
全
く
服
従
だ
け
を
要
求
さ
れ
て
い
る
不
合
理

な
教
え
と
し
て
、
福
沢
は
『
女
大
學
』
を
批
判
す
る
。
さ
ら
に
男
女
は
同
数
に
生

ま
れ
て
き
た
の
に
、
男
が
妾
を
二
、
三
人
を
持
つ
と
い
う
の
は
、
天
理
に
反
し
て
お

り
、
禽
獣
と
同
じ
だ
と
非
難
す
る
。
こ
う
し
た
妻
と
妾
が
一
緒
に
住
む
家
は
、  

家

畜
小
屋
と
同
じ
だ
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
批
判
は
恐
ら
く
勝
海
舟
を
含
め
た
当
時
の
明
治
政
府
の
顕
官
た
ち
が
妻
と

妾
を
同
じ
家
に
住
ま
わ
せ
た
こ
と
を
暗
に
批
判
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ

ら
に
妾
を
養
う
の
は
、
家
の
跡
取
り
を
得
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
弁
護
論
が
あ
る

が
、
福
沢
は
こ
う
し
た
弁
護
論
自
体
が
天
理
に
悖
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う

こ
と
を
弁
護
し
た
孟
子
で
も
孔
子
で
も
遠
慮
せ
ず
に
、
罪
人
と
断
定
し
て
よ
い
と

主
張
し
た
。

ま
た
『
学
問
の
す
ゝ
め

一
三
編
』
は
、
明
治
七
年
十
二
月（
一
八
七
四
）に
出

版
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
『
論
語
・
陽
貨
第
一
七
』
に
あ
る
「
女
子
と
小
人

は
養
い
難
し
」
と
い
う
文
章
を
、
福
沢
は
「
女
子
と
小
人
と
は
近
づ
け
難
し
」
と

言
い
換
え
て
論
じ
て
い
る
。

こ
う
し
た
儒
教
的
発
言
を
批
判
し
、
こ
れ
は
孔
子
自
身
が
女
子
に
行
動
の
自
由

を
与
え
ず
、
窮
屈
な
生
活
規
範
の
中
に
押
さ
え
付
け
て
い
た
せ
い
で
あ
り
、
女
子

(
)37
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sions,” 1859 –1875 

と
い
う
、
い
わ
ば
『
ミ
ル
論
文
集
』
の
中
に
収
録
さ
れ
た
論

文
で
あ
る
。
実
は
こ
の
論
文
は
ミ
ル
の
妻
の H

arriet T
aylor 

が
書
い
た
も
の
だ
と

い
う
主
張
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
、
い
や
そ
う
で
は
な
い
、
や
は
り
ミ
ル
が
書

い
た
の
だ
と
い
っ
た
論
争
が
あ
る
。
そ
の
当
否
は
未
だ
決
着
が
つ
い
て
い
な
い
の

で
、
こ
の
本
は
こ
こ
で
は
取
り
扱
わ
な
い
こ
と
に
す
る
。

福
沢
が
読
ん
だ
本
は
明
治
二
年（
一
八
六
九
）に
公
刊
さ
れ
た
『
女
性
の
服
従
』

で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ミ
ル
は
英
国
で
も
男
女
不
平
等
の
厳
し
い
慣

習
が
濃
厚
に
存
在
し
て
い
た
時
代
に
女
性
問
題
を
取
り
上
げ
、
英
国
に
お
け
る

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
運
動
の
き
っ
か
け
を
作
っ
た
人
で
あ
る
。
彼
の
周
辺
に
は M

rs.

H
arriet T

aylor,  

義
理
の
娘 H

elen T
aylor,  M

rs. P
.A

. T
aylor,  M

iss. C
obbe,

M
rs. S

tanfi
eld 

な
ど
が
集
ま
り
、
女
性
参
政
権
運
動
の
原
点
が
形
成
さ
れ
た
。
十

九
世
紀
英
国
の
女
性
運
動
の
先
駆
者
た
ち
は
、
ミ
ル
理
論
を
中
心
に
し
て
集
合
し
、

こ
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
英
国
の
女
性
運
動
が
発
展
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

ミ
ル
は
優
れ
た
女
性
が
単
な
る
社
会
の
伝
統
や
慣
習
の
た
め
に
虐
げ
ら
れ
る
こ

と
こ
そ
、
不
合
理
で
あ
る
と
し
、
人
間
性
の
発
展
と
い
う
尺
度
か
ら
見
て
、
優
れ

た
人
間
は
、
男
女
に
関
係
な
く
、
平
等
に
尊
重
さ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
ミ
ル

は
特
に
優
秀
な
男
女
が
中
産
階
級
に
多
く
発
見
さ
れ
る
と
考
え
、
こ
れ
に
対
し
て
、

こ
の
尺
度
の
上
で
未
発
達
の
人
間
は
、
男
女
を
問
わ
ず
に
軽
蔑
す
べ
き
対
象
で
あ

り
、
こ
う
し
た
劣
っ
た
男
女
が
当
時
の
労
働
者
階
級
に
見
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
優
れ
た
男
女
な
ら
、
男
女
を
問
わ
ず
に
ど
ん
な
職
業
で
あ
れ
、
そ
う

し
た
職
業
に
つ
く
自
由
を
与
え
て
、
彼
ら
の
能
力
を
発
揮
さ
せ
る
べ
き
だ
と
主
張

し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
社
会
全
体
の
民
度
が
日
本
に
比
べ
て
数
段
高
か
っ
た
当

の
心
に
「
怨
望
」
が
生
ま
れ
た
の
だ
と
い
い
、
孔
子
は
自
分
で
女
子
を
締
め
付
け

る
倫
理
を
与
え
た
く
せ
に
、
自
分
で
困
っ
て
い
る
だ
け
だ
と
痛
烈
に
批
判
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
儒
教
倫
理
批
判
は
第
一
期
、
第
二
期
、
第
三
期
を
通
じ
て
、
共
通

に
福
沢
が
行
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

ミ
ル
の
女
性
論

J

S

す
で
に 

・ 

・
ミ
ル
に
つ
い
て
は
、
先
に
少
し
述
べ
て
お
い
た
が
、
福
沢
は

『
学
問
の
す
ゝ
め

一
五
編
』
で
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
の
『
婦
人
論
』

の
こ
と
に
ふ
れ
て
、「
夫
婦
別
有
り
」
と
い
う
定
説
を
批
判
し
、
次
の
よ
う
に
い
っ

て
い
る
。

「
今
の
人
事
に
於
て
男
子
は
外
を
務
め
、
婦
人
は
内
を
治
る
と
て
、
其
関
係
殆
ど

天
然
な
る
が
如
く
な
れ
ど
も
、「
ス
チ
ュ
ア
ル
ト
・
ミ
ル
」
は
婦
人
論
を
著
し

て
、
万
古
一
定
、
動
か
す
可
ら
ざ
る
の
此
習
慣
を
破
ら
ん
こ
と
を
試
み
た
り
。」

福
沢
は
こ
の
男
女
不
平
等
の
社
会
慣
習
ほ
ど
人
間
に
天
然
に
備
わ
っ
て
い
る
自

由
平
等
の
権
理
通
義
を
破
る
も
の
は
な
い
と
し
て
、
こ
の
慣
習
を
正
統
化
し
よ
う

と
し
た
儒
教
を
徹
底
的
に
批
判
し
、
こ
れ
を
改
革
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
こ
と
に

関
連
し
て
、
福
沢
が
ミ
ル
の
女
性
論
を
引
用
し
た
と
こ
ろ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、

福
沢
は
ミ
ル
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
ミ
ル
の
女
性
論
に
は
二
冊
の
本
が
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

福
沢
が
言
っ
た
ミ
ル
の
婦
人
論
と
は
、“

T
he S

ubjection of W
om

en,” 1869 

の

こ
と
で
あ
る
。
ミ
ル
の
女
性
論
は
、
も
う
一
冊
あ
り
、
そ
れ
は “

T
he E

nfranchise-

m
ent of W

om
en,” 1851 

で
あ
る
。
こ
れ
は
最
初 “

D
issertations and D

iscus-

41

( 
)

43

( 
)

44

( 
)

45

( 
)

46

( 
)

47

( 
)

42

( 
)



33

福沢諭吉の女性論

時
の
英
国
に
生
き
た
ミ
ル
と
、
明
治
維
新
を
経
て
ま
だ
新
し
い
秩
序
が
殆
ど
成
立

し
て
い
な
か
っ
た
時
代
に
生
き
た
福
沢
と
の
相
違
で
あ
る
。
職
業
上
の
男
女
平
等

と
い
う
理
念
は
、
女
性
論
に
関
し
て
先
駆
的
思
想
家
で
あ
っ
た
福
沢
諭
吉
で
さ
え

も
、
考
え
及
ば
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
優
れ
た
女
性
が
優
れ
た
男
性
と
同
じ
く
、

同
等
の
職
業
の
上
で
も
平
等
に
就
職
す
べ
き
だ
と
い
う
主
張
を
、
福
沢
は
し
て
い

な
い
。

J

S

職
業
上
の
男
女
平
等
を
主
張
し
た 

・ 

・
ミ
ル
は
、
妻
の  M

rs.  H
arriet

T
aylor 

の
影
響
が
非
常
に
強
か
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
た
と
え
ば
、

M
rs. H

arriet T
aylor 

が
亡
く
な
っ
た
後
、
ミ
ル
は
『
自
叙
伝
』
の
中
で
彼
女
へ
の

追
慕
の
情
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
彼
女
の
ミ
ル
へ
の
情
念
の
上
の
影
響
力
の
大

き
さ
を
示
唆
し
て
い
る
。

「
最
高
水
準
の
思
索
領
域
に
お
い
て
も
、
日
常
生
活
の
細
々
し
た
実
際
上
の
関
心

事
に
お
い
て
も
同
じ
よ
う
に
、
彼
女
の
思
考
力
は
完
全
な
道
具
で
あ
り
、
事
態

の
核
心
と
真
髄
に
深
く
迫
り
、
本
質
的
な
観
念
や
原
理
を
捉
え
て
い
た
。
同
じ

様
な
回
転
の
早
さ
と
正
確
さ
と
が
精
神
能
力
に
も
感
情
能
力
に
も
行
き
渡
っ
て

い
た
か
ら
、
彼
女
の
よ
う
な
感
情
と
想
像
力
の
才
能
を
持
っ
て
い
れ
ば
、
全
く

完
璧
な
芸
術
家
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
彼
女
の
火
の
よ
う
に
燃
え
て
そ

の
上
優
し
い
魂
と
あ
の
力
強
い
雄
弁
の
ゆ
え
に
、
彼
女
は
き
っ
と
偉
大
な
演
説

家
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
彼
女
の
人
間
性
に
つ
い
て
の
深
い
知
識
と

実
際
生
活
上
の
分
別
と
賢
明
さ
か
ら
す
れ
ば
、
女
性
に
も
そ
う
い
う
経
歴
が
開

か
れ
た
時
代
な
ら
、
人
類
の
統
治
者
の
内
で
も
優
秀
な
統
治
者
に
な
っ
て
い
た

で
あ
ろ
う
。」

 

自
分
の
妻
に
対
し
て
、
こ
れ
ほ
ど
の
賛
辞
を
呈
す
る
こ
と
の
出
来
た
ミ
ル
は
、

一
方
で
幸
福
な
結
婚
生
活
を
送
っ
た
人
だ
と
い
え
る
が
、
他
方
で
妻
に
支
配
さ
れ

て
い
た
恐
妻
家
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
ま
た
だ
か
ら
こ
そ
、
英
国
で
も
男
女
不

平
等
が
当
然
で
あ
っ
た
十
九
世
紀
の
時
代
に
、
ミ
ル
は
優
秀
な
女
性
に
つ
い
て
の

女
性
論
を
書
き
上
げ
た
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。

福
沢
の
中
産
階
級
へ
の
期
待

さ
ら
に
ミ
ル
が
中
産
階
級
の
中
に
優
秀
な
男
女
が
見
い
だ
さ
れ
る
と
し
た
点
で

も
、
福
沢
に
影
響
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
福
沢
は
十
九
世
紀
の
日
本
で
は
特
に

大
切
な
階
級
が
「
ミ
ヅ
ル
カ
ラ
ッ
ス
」、
つ
ま
り
中
産
階
級
で
あ
る
と
し
、
中
産
階

級
の
家
庭
の
中
で
の
男
女
の
社
会
慣
習
を
問
題
に
し
て
い
た
。
但
し
福
沢
は
、
十

九
世
紀
の
日
本
に
は
未
だ
中
産
階
級
は
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
と
判
断
し
て
お
り
、

そ
こ
で
、
彼
は
や
む
を
得
ず
当
時
の
旧
武
士
階
級
、
豪
農
、
儒
者
、
医
師
、
文
人

な
ど
を
含
め
た
士
族
階
級
を
も
っ
て
中
産
階
級
と
見
立
て
よ
う
と
し
た
。
い
わ
ゆ

る
士
族
階
級
を
も
っ
て
高
等
教
育
を
受
け
る
資
格
の
あ
る
青
年
を
輩
出
す
る
集
団

で
あ
る
と
い
う
見
解
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

一
方
、
当
時
貧
困
階
級
か
ら
た
く
さ
ん
出
て
き
た
娼
婦
に
つ
い
て
は
、
彼
は
同

情
を
全
く
示
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
問
題
の
解
決
を
あ
ま
り
論
じ
る
よ
う
な
こ
と
も

し
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
、
福
沢
の
女
性
論
の
限
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。明

治
初
期
か
ら
中
期
に
掛
け
て
の
日
本
の
独
立
と
近
代
化
を
達
成
し
て
い
く
の

に
、
何
が
一
番
大
事
か
、
こ
の
軽
重
前
後
を
評
価
し
て
最
も
重
大
な
事
柄
を
ど
の

よ
う
に
選
択
す
べ
き
か
を
、
十
九
世
紀
日
本
と
い
う
時
節
と
場
所
の
中
で
苦
闘
し
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な
が
ら
考
え
に
考
え
て
い
っ
た
福
沢
に
と
っ
て
、
女
性
問
題
に
関
し
て
は
西
洋
の

「
中
産
階
級
」
に
該
当
す
る
と
み
な
さ
れ
た
日
本
の
士
族
階
級
に
お
け
る
男
女
平
等

を
達
成
す
る
こ
と
が
、
十
九
世
紀
日
本
の
先
決
問
題
で
あ
る
と
見
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
た
福
沢
の
視
点
は
、
物
事
の
軽
重
を
判
定
す
る
上
で
の
眼
識
の
確
か
さ

を
示
し
て
い
る
。
彼
は
、
い
わ
ゆ
る
士
族
の
家
庭
で
夫
婦
の
平
等
が
達
成
さ
れ
た

暁
に
は
、
士
族
階
級
の
一
家
の
独
立
が
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
士
族
階
級
の
一

家
の
独
立
が
達
成
さ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
が
モ
デ
ル
と
な
り
、
日
本
の
家
全
体
の
模

範
と
な
っ
て
日
本
の
家
族
全
体
を
先
導
し
て
い
く
は
ず
だ
と
考
え
た
わ
け
で
あ
る
。

一
国
の
独
立
を
十
九
世
紀
の
日
本
に
お
い
て
最
大
の
目
的
と
み
な
し
て
い
た
福
沢

は
、
ま
さ
に
一
家
の
独
立
を
達
成
さ
せ
る
の
に
、
士
族
階
級
の
夫
婦
の
平
等
の
確

立
を
通
し
て
夫
婦
が
一
対
一
で
独
立
し
、
独
立
体
と
な
っ
た
士
族
階
級
の
夫
婦
が

先
導
的
な
役
割
を
果
た
し
て
、
日
本
全
体
を
引
っ
張
る
こ
と
を
期
待
し
た
。
こ
う

し
て
彼
の
教
育
の
対
象
は
、
士
族
階
級
の
子
弟
に
絞
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

二
十
世
紀
後
半
の
今
日
の
日
本
で
も
、
福
沢
の
意
味
で
の
男
女
の
平
等
と
独
立

と
が
完
全
に
達
成
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
福
沢
の
生
き
て
い
た
時
代
と

比
べ
る
な
ら
、
相
対
的
に
は
男
女
の
平
等
と
独
立
と
が
、
か
な
り
達
成
さ
れ
て
き

た
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
現
代
日
本
に
お
い
て
も
、
中
産
階
級
が
存

在
す
る
か
ど
う
か
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
日
本
民
族
全
体
を
見
渡

す
と
、
財
産
は
無
い
け
れ
ど
も
、
全
国
民
の
収
入
の
中
位
数
の
所
に
圧
倒
的
多
数

の
国
民
が
集
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
収
入
の
中
位
数
に

集
ま
る
階
級
を
中
間
階
級
と
呼
ん
で
み
れ
ば
、
日
本
人
の
圧
倒
的
多
数
は
、
こ
の

中
間
階
級
で
あ
る
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

も
し
福
沢
諭
吉
が
現
在
生
き
て
い
た
ら
と
い
う
事
実
に
反
す
る
仮
定
を
す
る
こ

と
は
、
歴
史
家
の
す
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
も
し
そ
う
し
た
空
想
が
許
さ
れ
る
な

ら
、
彼
は
現
在
の
中
間
階
級
の
平
等
な
る
夫
婦
関
係
に
大
い
に
期
待
す
る
で
あ
ろ

う
と
思
う
。
さ
ら
に
現
在
福
沢
が
生
き
て
い
た
ら
、
彼
は
当
然
貧
困
階
層
出
身
と

中
産
階
級
と
を
問
う
こ
と
な
し
に
、
出
現
す
る
娼
婦
の
問
題
を
女
性
論
の
最
優
先

の
問
題
の
一
つ
に
し
た
と
思
う
。

 

第
二
期
の
福
沢
の
女
性
論

さ
て
、
福
沢
が
最
も
詳
細
且
つ
広
範
囲
に
女
性
問
題
を
取
り
扱
っ
た
時
期
は
、

明
治
十
八
年（
一
八
八
五
）の
『
日
本
婦
人
論
』
か
ら
始
ま
っ
て
、
次
々
に
女
性
論

に
関
す
る
著
作
を
発
表
し
て
行
っ
た
第
二
期
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
第
二
期
の

福
沢
の
女
性
論
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
時
期
の
福
沢
の
女
性
論
に

関
し
て
、
今
、
福
沢
の
取
っ
た
二
つ
の
視
点
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

第
一
は
、
明
治
十
八
年
代
に
お
け
る
日
本
女
性
の
問
題
状
況
を
福
沢
が
ど
の
よ

う
に
分
析
し
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
そ
う
し
た
女
性
問
題
を

前
に
し
て
、
彼
が
ど
の
よ
う
な
対
策
を
立
て
よ
う
と
し
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
第
一
は
福
沢
が
当
時
の
女
性
の
問
題
状
況
を
ど
の
よ
う
に
分
析
し
た
か
で

あ
る
。『
日
本
婦
人
論
』
に
よ
る
と
、
当
時
の
日
本
女
性
は
「
何
等
の
責
任
」
も
持

た
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
女
性
の
置
か
れ
た
状
況
は
、
徳
川

時
代
と
そ
れ
ほ
ど
変
わ
り
は
な
く
、「
女
子
は
三
界
に
家
な
し
」
と
さ
れ
、
全
く
社

会
的
責
任
か
ら
外
さ
れ
た
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
。
責
任
を
持
つ
こ
と
が

人
間
性
の
発
達
に
と
っ
て
緊
要
で
あ
る
の
に
、
こ
う
し
た
無
責
任
の
状
態
に
放
り
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福沢諭吉の女性論

込
ま
れ
た
女
性
は
権
力
も
無
く
、
独
立
も
で
き
な
い
。
こ
れ
は
女
性
の
生
ま
れ
つ

き
の
状
態
で
は
な
く
、
人
為
的
な
女
性
操
作
の
結
果
で
あ
り
、
女
性
に
対
す
る
社

会
の
圧
制
の
結
果
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
無
責
任
の
状
態
に
置
か
れ
る
こ
と
が
、
女
性
の
人
生
を
狂
わ
せ
て
し
ま
っ

た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
福
沢
に
よ
れ
ば
、
人
生
に
は
三
つ
の
生
の
形
態
が
あ
る
。

そ
れ
は
「
形
体
の
生
、
智
識
の
生
、
情
感
の
生
」、
つ
ま
り
体
と
、
知
識
と
情
緒
の

三
つ
の
生
活
で
あ
る
。

こ
れ
ら
三
つ
の
生
活
形
態
が
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て
い
れ
ば
、
次
第
に
相
互
に
助

け
合
っ
て
人
間
は
豊
か
な
人
間
と
し
て
育
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る

が
、
明
治
時
代
の
女
性
は
、
社
会
の
圧
制
に
よ
り
知
識
と
形
体
の
発
達
が
著
し
く

遅
れ
、
情
感
の
発
達
は
比
較
的
に
進
ん
で
は
い
て
も
「
情
へ
の
食
物
た
る
快
楽
」

が
少
な
く
、
丁
度
飢
え
た
状
態
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
特
に
快
楽
を
減
少
さ
せ
し

か
も
女
性
を
害
す
る
こ
と
最
も
甚
だ
し
く
且
つ
残
酷
な
社
会
制
度
は
、
多
妻
制
度

poligam
y 

で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
上
、
男
尊
女
卑
の
風
習
の
た
め
、
夫
が
妻
を
伴

う
こ
と
が
少
な
く
、
寡
婦
に
再
婚
の
機
会
を
与
え
な
い
結
果
、
女
性
は
「
憂
愁

の
内
に
鬱
し
て
心
識
過
敏
形
体
脆
弱
の
禍
を
醸
し
、
世
々
の
遺
伝
女
性
の
子
に
伝

へ…
…

人
生
の
萎
縮
し
た
る
者
甚
だ
多
し
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
福

沢
は
女
性
の
中
に
ヒ
ス
テ
リ
ー
、
子
宮
病
、
神
経
病
が
増
え
て
い
る
と
診
断
し
、

日
本
人
の
体
躯
が
弱
小
に
な
っ
た
理
由
の
一
つ
は
、
女
性
に
快
楽
の
自
由
が
な
い

こ
と
だ
と
断
言
し
て
い
る
。
日
本
人
の
体
躯
が
弱
小
に
な
る
こ
と
は
日
本
国
家
の

弱
小
に
繋
が
る
。
逆
に
女
性
の
解
放
は
日
本
人
の
体
躯
を
強
化
し
、
従
っ
て
ま
た

国
家
の
独
立
に
貢
献
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

一
方
、
古
代
の
日
本
人
男
女
は
、
共
に
大
変
自
由
で
あ
っ
た
が
、
武
士
支
配
の

時
代
、
特
に
徳
川
時
代
に
な
っ
て
儒
教
倫
理
が
女
性
に
対
し
て
厳
し
く
律
し
て
い

き
、
つ
い
に
女
性
の
自
由
を
禁
止
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

同
じ
く
明
治
十
八
年
十
一
月
二
十
日
か
ら
十
二
月
一
日（
一
八
八
五
）に
亘
っ
て

時
事
新
報
社
説
に
連
載
さ
れ
た
『
品
行
論
』
で
、
福
沢
は
こ
う
し
た
男
女
不
平
等

の
社
会
体
制
と
そ
の
変
遷
の
分
析
を
行
い
、
こ
う
し
た
体
制
が
戦
国
時
代
に
始

ま
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
戦
国
時
代
の
武
士
は
戦
争
に
明
け
暮
れ
各
地
を
転
々

と
し
な
が
ら
性
に
つ
い
て
自
由
奔
放
に
振
る
舞
い
、
福
沢
の
言
葉
で
「
磊
落
無
頓

着
の
気
風
」
を
作
り
あ
げ
て
い
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
女
性
は
男
性
の
横
暴
を
許
し
て
家
庭
を
守
る
こ
と
に
終
始
し
て

い
た
。
こ
こ
か
ら private m

orality 

つ
ま
り
福
沢
の
言
葉
で
「
内
行
」
が
「
野
蛮
」

に
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
気
風
は
徳
川
時
代
に
な
っ
て
平
和
な
時
代

に
移
行
し
て
も
変
わ
ら
ず
に
残
り
、
さ
ら
に
明
治
時
代
に
な
っ
て
も
こ
の
悪
習
が

強
く
残
存
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
加
え
て
、
儒
教
倫
理
が
こ
の
内
行
の

中
で
最
も
大
切
な
男
女
関
係
に
お
け
る
不
平
等
を
積
極
的
に
擁
護
し
て
い
る
と
非

難
す
る
の
で
あ
る
。

福
沢
の
女
性
問
題
解
決
策

 
こ
う
し
た
古
代
か
ら
明
治
時
代
に
至
る
ま
で
の
女
性
問
題
の
分
析
を
土
台
と
し

て
、
彼
は
特
に
明
治
時
代
に
お
け
る
女
性
問
題
解
決
策
を
、
い
ろ
い
ろ
提
案
し
て

い
る
。
そ
こ
で
彼
の
ユ
ニ
ー
ク
な
提
案
を
紹
介
し
よ
う
。

ま
ず
第
一
の
女
性
問
題
解
決
策
は
、
家
の
空
名
を
廃
止
す
る
こ
と
で
あ
る
。
家
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の
名
を
存
続
し
て
い
く
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
、
子
供
を
産
め
な
い
こ
と
が
妻
を

離
婚
す
る
理
由
に
な
り
、
そ
う
で
な
く
て
も
、
家
を
継
げ
る
子
供
を
産
む
た
め
に

妻
と
は
別
の
女
性
を
妾
と
し
て
男
が
持
っ
て
も
よ
い
と
い
う
慣
習
の
根
拠
に
な
っ

て
い
る
。『
日
本
婦
人
論
』
で
次
の
よ
う
な
解
決
策
を
提
案
し
て
い
る
。

「
新
婚
以
て
新
家
庭
を
作
る
こ
と
数
理
の
当
然
な
り
と
し
て
争
ふ
可
ら
ざ
る
も

の
な
ら
ば
、
其
新
家
庭
の
族
名
即
ち
苗
字
は
、
男
子
の
族
名
の
み
を
名
乗
る
可

ら
ず
、 

女
子
の
族
名
の
み
を
取
る
可
ら
ず
、
中
間
一
種
の
新
苗
字
を
創
造
し
て

至
当
な
ら
ん
。
例
へ
ば
畠
山
の
女
と
梶
原
の
男
と
婚
し
た
ら
ば
山
原
な
る
新
家

庭
と
為
り
、  

其
山
原
の
男
が
伊
東
の
女
と
婚
す
れ
ば
山
東
と
為
る
等
、
即
案
な

れ
ど
も
、
事
の
実
を
表
し
出
す
の
一
法
な
ら
ん
。」

こ
う
し
た
新
し
い
家
の
名
を
創
造
し
よ
う
と
い
う
提
案
は
、
現
在
二
十
世
紀
後

半
に
な
っ
て
よ
う
や
く
家
名
に
関
す
る
法
律
改
正
の
問
題
と
し
て
盛
ん
に
日
本
の

新
聞
紙
上
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
だ
い
ず
れ
と
も
決
着
せ
ず
に

論
議
の
最
中
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
は
福
沢
の
見
識
の
先
進
性
を
示
す
も
の
だ
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。

 

次
に
第
二
の
女
性
問
題
解
決
策
は
、
女
性
に
責
任
を
持
た
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

責
任
を
持
た
せ
る
に
は
女
性
に
財
産
を
与
え
る
こ
と
が
先
決
で
あ
る
。
つ
ま
り
財

産
を
男
女
に
平
等
に
与
え
る
こ
と
で
、
女
性
は
そ
の
財
産
を
管
理
し
運
営
し
て
い

か
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
必
然
的
に
責
任
を
取
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
あ

る
い
は
さ
ら
に
徹
底
し
て
不
動
産
と
公
債
は
、
す
べ
て
女
子
に
限
っ
て
相
続
さ
せ

て
も
よ
い
と
言
っ
て
い
る
。
彼
は
此
の
点
を
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
父
母
の
遺
産
を
子
に
伝
る
に
、
不
動
産
は
必
ず
女
子
に
譲
る
も
の
と
定
め
、

女
子
の
記
名
に
非
ざ
れ
ば
地
面
家
屋
等
の
所
有
を
許
さ
ず
、
ま
た
公
債
証
書
の

記
名
な
ど
も
、
必
ず
女
子
に
限
る
と
す
る
も
一
法
な
ら
ん
」

こ
う
し
て
財
産
の
運
営
を
女
子
の
委
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
女
性
は
社
会
に
お

い
て
責
任
あ
る
行
動
習
慣
を
獲
得
し
て
い
く
と
言
う
。

第
三
の
女
性
問
題
解
決
策
は
、
離
婚
の
権
利
を
男
女
平
等
に
す
べ
き
だ
と
い
う

主
張
で
あ
る
。
日
本
で
は
財
産
の
原
理
の
平
等
と
婚
姻
の
権
利
の
平
等
を
法
的
に

定
め
れ
ば
、女
性
は
男
性
に
対
し
て
同
等
の
責
任
と
権
利
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
て
次
第
に
男
女
互
い
に
相
手
に
対
し
て
親
愛
だ
け
で
な
く
敬
意
を
持
つ
習

慣
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

福
沢
の
儒
教
倫
理
批
判

さ
て
、
こ
う
し
た
提
案
を
し
な
が
ら
、
福
沢
は
男
尊
女
卑
の
悪
慣
習
を
理
論
的

に
擁
護
し
て
い
た
儒
教
倫
理
を
批
判
し
て
い
る
。
先
に
も
引
用
し
た
明
治
十
八
年

十
一
月
二
十
日
か
ら
十
二
月
一
日
ま
で
時
事
新
報
上
に
連
載
さ
れ
た
『
品
行
論
』

に
よ
る
と
、
儒
教
倫
理
は
そ
れ
な
り
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
認
め
る
が
、

そ
の
本
質
が
全
く
男
女
不
平
等
を
固
定
化
さ
せ
る
点
に
問
題
が
あ
る
と
考
え
て
、

次
の
よ
う
に
言
う
。

い
ま

「
専
ら
子
弟
小
弱
の
者
の
心
得
を
記
し
た
る
も
の
に
し
て
、
長
上
強
大
を
警
し

む
る
は
甚
だ
粗
な
り
。
子
に
孝
行
を
教
へ
て
父
母
の
義
務
を
説
か
ず
、
少
者
に

枝
を
折
る
の
労
を
命
じ
て
長
者
に
そ
の
返
報
を
求
め
ず
、
少
年
子
弟
は
常
に
叱

咤
せ
ら
れ
て
長
老
父
兄
は
嘗
て
咎
め
ら
る
ゝ
こ
と
な
き
の
大
主
義
に
し
て
、
其

主
義
の
達
し
て
男
女
の
関
係
に
現
れ
た
る
所
を
視
る
も
亦
同
じ
。
男
子
は
強
大
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に
し
て
女
子
は
弱
小
な
る
が
故
に
、
督
責
の
鋒
は
常
に
女
子
の
方
に
向
ひ
、
之

に
柔
順
を
教
へ
、
之
に
謹
慎
を
命
じ
、
交
際
を
禁
じ
、
多
言
を
禁
じ
、
甚
だ
し

き
は
其
無
学
不
才
に
し
て
心
事
の
卑
屈
な
る
を
悦
び
、
之
を
目
し
て
女
の
淑
徳

な
ど
ゝ
と
賞
賛
し
て
、
遂
に
其
大
切
な
る
教
育
の
方
便
を
も
奪
い
去
る
に
立
至

り
、 

却
て
男
子
の
社
会
を
視
れ
ば
自
由
安
楽
、
女
子
に
対
し
て
毛
頭
の
義
務
を

負
わ
ず
、
強
て
そ
の
義
務
の
在
る
所
を
求
れ
ば
、
女
子
の
生
命
を
保
存
し
之
に

衣
食
を
給
す
る
迄
に
止
ま
り
、
之
を
愛
す
る
や
翫
弄
の
品
と
し
て
愛
す
る
の
み
。

之
を
親
し
む
や
身
の
辺
に
近
き
が
故
に
親
し
む
の
み
に
し
て
、
其
交
際
上
嘗
て

一
点
の
敬
意
を
見
ず
」

こ
う
し
て
儒
教
倫
理
は
、
目
上
、
年
上
、
親
、
男
子
に
は
殆
ど
義
務
も
制
限
も

与
え
る
こ
と
な
く
、
た
だ
弱
者
、
目
下
、
女
子
に
対
し
て
服
従
を
教
え
、
柔
順
を

教
え
、
謹
慎
を
命
じ
て
お
り
、
結
局
男
尊
女
卑
の
社
会
体
制
を
擁
護
す
る
理
論
に

な
っ
て
い
る
と
批
判
し
た
。

新
し
い
男
女
関
係
と
交
際
論

福
沢
は
こ
う
し
た
儒
教
倫
理
に
反
対
し
一
夫
一
婦
、
男
女
同
数
同
権
の
道
理
に

基
づ
い
て
男
女
が
平
等
に
独
立
の
人
格
と
し
て
立
つ
新
し
い
倫
理
を
提
案
し
て
い

る
。
明
治
十
九
年
五
月
二
十
六
日
か
ら
六
月
三
日（
一
八
八
六
）ま
で
に
亘
っ
て
時

事
新
報
に
連
載
し
た
『
男
女
交
際
論
』
で
は
、
明
治
の
新
時
代
に
相
応
し
い
男
女

交
際
の
あ
り
方
を
提
案
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
最
初
に
男
女
平
等
を
実
現
す
る
た
め
の
男
女
交
際
の
重
要
性
を
指

摘
す
る
。
ま
ず
男
女
の
交
際
に
は
肉
体
の
交
わ
り
と
情
感
の
交
わ
り
と
い
う
二
種

類
が
区
別
さ
れ
る
。
肉
体
の
交
わ
り
は
動
物
や
鳥
と
同
じ
く
肉
体
的
な
交
わ
り
で

あ
り
、「
両
生
の
肉
体
直
接
の
交
」
で
あ
る
と
言
う
。
一
方
情
感
の
交
わ
り
と
は

「
双
方
相
互
に
説
を
以
て
交
り
、
文
事
技
芸
を
以
て
交
り
、
或
は
会
話
し
或
は
同
食

す
る
等
、
同
生
相
互
の
交
際
に
異
な
ら
ず
と
雖
も
、
唯
其
際
に
微
妙
不
可
思
議
な

る
は
異
生
相
引
く
の
働
に
し
て
、
双
方
の
言
語
挙
動
相
互
に
情
に
感
じ
、
同
生
の

間
な
れ
ば
何
の
風
情
も
な
き
事
に
て
も
、
唯
異
生
な
る
が
た
め
に
之
を
聞
見
し
て

快
く
、
一
顰
一
笑
の
細
に
至
る
迄
も
互
に
之
に
触
れ
ば
千
鈞
の
重
き
を
覚
へ
て
、

言
ふ
可
ら
ざ
る
の
中
に
無
限
の
情
を
催
ふ
す（『
男
女
交
際
論
』」
と
い
わ
れ
る
関
係

で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
種
の
交
際
は
、
互
い
に
「
独
立
し
て
」
成
立
す
る
も
の
と
見

ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
情
感
の
交
わ
り
に
お
い
て
、
男
女
は
相
互
に
万
物
の
霊

と
し
て
独
立
で
平
等
の
存
在
と
み
な
し
合
う
関
係
に
至
る
と
彼
は
考
え
た
。

明
治
二
十
一
年
一
月
十
三
日
か
ら
二
十
四
日（
一
八
八
八
）ま
で
に
時
事
新
報
に

連
載
し
た
『
日
本
男
子
論
』
に
お
い
て
は
、
福
沢
は
夫
婦
の
徳
義
が
百
徳
の
根
本

で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
う
し
て
社
会
道
徳
で
あ
る
公
徳
の
美
を
実
現
す
る
に
は
、

私
徳
の
中
心
で
あ
る
夫
婦
の
倫
理
を
固
め
る
こ
と
が
基
礎
作
業
で
あ
る
と
主
張
し

た
。
こ
の
夫
婦
の
倫
理
は
親
愛
と
恭
敬
と
の
二
つ
で
あ
る
と
言
う（『
日
本
男
子

論
』）。
こ
の
見
解
は
す
で
に
明
治
十
八
年
の
『
日
本
婦
人
論
』
で
展
開
さ
れ
た
情

交
と
肉
交
を
男
女
の
中
心
的
な
交
わ
り
と
み
な
し
た
見
解
や
、『
男
女
交
際
論
』
に

現
れ
た
肉
体
の
交
わ
り
と
情
感
の
交
わ
り
の
見
解
に
共
通
な
考
え
方
で
あ
っ
た
。

第
三
期
の
福
沢
諭
吉
の
女
性
論

第
三
期
の
福
沢
諭
吉
の
女
性
論
は
、
福
沢
の
晩
年
の
著
作
で
あ
っ
た
明
治
三
十

二
年
四
月
一
日
か
ら
七
月
二
十
三
日（
一
八
九
九
）ま
で
に
時
事
新
報
に
連
載
し
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を
く
り
返
し
て
い
る
。
後
者
で
は
女
子
の
新
し
い
教
育
を
提
案
し
て
い
る
の
で
、

こ
ち
ら
の
方
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。

『
新
女
大
學
』
の
女
子
教
育

『
新
女
大
學
』
で
は
、
女
子
の
新
し
い
教
育
を
提
案
し
て
い
る
。
今
こ
れ
を
ご
く

か
い
摘
ん
で
紹
介
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
女
子
は
男
子
と
同
じ
く
父
母
の
教
育
を
得

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
父
母
の
責
任
は
軽
く
な
い
の
で
あ
る
。
父
母
が
協
力

し
て
教
育
を
す
べ
き
で
あ
る
と
彼
は
主
張
し
て
い
る
。

「
父
た
る
も
の
は
、
其
苦
労
を
わ
か
ち
、
仮
令
ひ
戸
外
の
業
務
あ
る
も
、
事
情
の

許
す
限
り
は
時
を
偸
ん
で
小
児
の
養
育
に
助
力
し
、
暫
く
に
て
も
妻
を
休
息
せ
し

む
可
し
」、
ま
た
体
育
も
男
子
と
同
じ
く
怪
我
を
し
な
け
れ
ば
、
女
子
に
も
「
荒
き

事
を
も
許
し
て
遊
技
せ
し
む
」
る
の
が
よ
い
と
言
う
。

女
子
に
学
ば
せ
る
学
問
に
つ
い
て
は
、
今
日
家
庭
科
教
科
目
と
い
わ
れ
る
も
の

は
、
女
子
教
育
の
通
則
と
し
て
福
沢
も
認
め
て
い
る
が
、
こ
れ
以
上
に
女
子
も
男

子
も
相
違
な
く
、
物
理
学
を
土
台
と
し
て
諸
科
専
門
の
研
究
を
さ
せ
る
の
が
よ
い

と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
福
沢
は
女
子
教
育
の
限
界
を
次
の
よ
う
に
も

言
う
の
で
あ
る
。

女
子
は
家
の
内
事
を
司
り
小
児
の
哺
乳
養
育
を
任
さ
れ
て
い
る
の
で
、
学
事
勉

強
の
暇
が
少
な
く
な
り
、
生
理
的
に
も
男
子
と
異
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
金
の
あ

る
女
子
が
さ
ら
に
専
門
的
な
学
問
に
進
む
の
は
当
然
で
あ
る
が
、「
学
問
上
に
男
子

と
併
行
す
可
ら
ざ
る
は
自
然
の
約
束
」
だ
と
言
う
。
こ
こ
ら
辺
に
福
沢
の
女
性
論

J

S

の
限
界
が
あ
る
わ
け
で
、 

・
　
・
ミ
ル
と
全
く
違
っ
た
思
想
と
な
っ
て
い
る
。

『
女
大
學
評
論
』、『
新
女
大
學
』
に
現
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
福
沢
は
再
び
男
尊
女
卑

の
社
会
制
度
を
理
論
的
に
正
当
化
し
て
い
た
儒
教
倫
理
の
代
表
と
み
な
さ
れ
た
貝

原
益
軒
の
『
女
大
學
』
を
徹
底
的
に
批
判
し
て
い
る
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
『
女
大
學
』
は
貝
原
益
軒
自
身
の
著
作
で
は
な
い
こ
と
が

現
在
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
福
沢
の
時
代
に
は
益
軒
の
作
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
本
は
徳
川
時
代
以
来
多
く
の
版
を
重
ね
て

出
版
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
『
女
大
學
』
は
、
徳
川
時
代
か
ら
明
治
時
代
に
掛
け
て
、
女
性
教
育

の
あ
り
方
に
対
し
て
巨
大
な
影
響
を
与
え
た
本
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。 

従
っ

て
、
福
沢
が
女
性
問
題
に
関
す
る
儒
教
倫
理
を
攻
撃
す
る
の
に
、
こ
れ
位
攻
撃
対

象
と
し
て
適
切
な
本
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
女
性
の
倫
理
に
関
し
て
い
え
ば
、
明
治
十
五
年
に
は
明
治
天
皇
の
内

示
を
受
け
て
元
田
永
孚
が
中
心
と
な
っ
て
高
崎
正
風
、
仙
石
政
固
、
児
玉
源
之
助

と
共
に
編
集
し
た
『
幼
学
綱
要
』
や
、
明
治
十
年
刊
行
で
近
藤
芳
樹
が
書
い
た 『
明

治
孝
節
禄
』、
明
治
二
十
年
刊
行
で
西
村
茂
樹
編
集
の
『
婦
女
鑑
』
な
ど
が
出
版
さ

れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
儒
教
倫
理
を
土
台
と
し
て
い
る
。
し
か
し
い
ず
れ
も
明
治

天
皇
や
皇
后
の
内
示
に
基
ず
く
書
籍
で
あ
っ
た
か
ら
、
福
沢
が
直
接
攻
撃
す
る
こ

と
は
か
な
り
の
危
険
性
を
伴
っ
て
い
た
。
従
っ
て
そ
れ
ら
の
根
底
に
あ
っ
た
儒
教

倫
理
の
代
表
と
し
て
貝
原
益
軒
を
選
び
、
彼
の
作
と
見
ら
れ
て
い
た
『
女
大
學
』

を
福
沢
は
取
り
上
げ
て
攻
撃
批
判
を
行
っ
た
。
そ
し
て
自
分
の
本
は
そ
れ
と
対
照

的
に
新
し
い
倫
理
で
あ
る
と
し
て
『
女
大
學
評
論
』
及
び
『
新
女
大
學
』
と
い
う

題
名
に
し
た
の
で
あ
る
。
前
者
で
は
今
ま
で
福
沢
が
儒
教
批
判
を
し
た
批
判
内
容
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さ
す
が
に
ミ
ル
は
当
時
の
先
進
国
英
国
の
思
想
家
だ
け
あ
っ
て
、
女
子
と
男
子
の

性
に
よ
る
不
平
等
を
全
く
認
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
福
沢
は

生
理
学
的
に
も
社
会
的
役
割
の
面
か
ら
見
て
も
、
女
子
の
限
界
を
認
め
る
発
言
を

こ
こ
で
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

一
方
、
女
子
が
ど
う
し
て
も
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
学
問
と
し
て
、
福
沢
は

社
会
上
経
済
思
想
と
法
律
思
想
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
、
さ
ら
に
生
理
学
、
医

学
の
基
礎
的
知
識
を
含
め
た
物
理
の
思
想
が
必
要
で
あ
る
と
言
い
、「
今
の
女
子
を

し
て
文
明
普
通
の
常
識
を
得
せ
し
め
ん
と
欲
す
る
も
の
な
り
」
と
主
張
し
て
い
る
。

次
に
結
婚
生
活
に
入
っ
た
女
性
が
、
夫
の
両
親
と
ど
の
よ
う
に
接
し
た
ら
よ
い

か
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
現
代
日
本
で
も
、
嫁
と
姑
の
問
題
と
し
て
か
な

り
深
刻
な
問
題
で
あ
る
。
儒
教
倫
理
は
夫
の
両
親
に
対
し
て
親
と
し
て
の
孝
養
を

尽
く
す
べ
き
だ
と
い
い
、
強
制
的
に
孝
行
の
徳
義
を
押
し
付
け
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
福
沢
は
儒
教
倫
理
と
逆
に
「
夫
婦
共
に
父
母
と
離
れ
て
別
に
新
家

を
設
く
る
こ
そ
至
当
」
だ
と
い
い
、
一
緒
に
住
ま
な
い
方
が
よ
い
と
勧
め
る
。
そ

し
て
「
詰
ま
る
所
は
新
旧
夫
婦
相
触
る
ゝ
の
点
を
少
な
く
す
る
こ
と
至
極
の
肝
要
」

だ
と
教
え
て
い
る
。
一
方
、
夫
の
両
親
は
夫
の
至
尊
至
親
の
両
親
で
あ
る
か
ら
、

「
保
養
し
其
感
情
を
和
ら
げ
、
不
愉
快
の
念
を
発
せ
し
む
る
こ
と
な
き
よ
う
心
を

用
」
い
る
こ
と
が
大
事
だ
と
教
え
て
い
る
。

こ
う
し
て
両
親
と
の
同
居
を
止
め
、
独
立
の
夫
婦
単
位
と
し
て
相
互
に
そ
の
独

立
の
地
位
を
尊
重
し
合
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
と
い
っ
て
夫
の
両
親
で
あ
る
か
ら
、

子
夫
婦
は
両
親
に
対
し
て
十
分
な
敬
愛
を
持
つ
べ
き
だ
と
勧
め
て
い
る
。

で
は
夫
婦
相
互
間
に
つ
い
て
は
、
福
沢
は
ど
の
よ
う
に
勧
告
し
て
い
る
で
あ
ろ

う
か
。
夫
婦
は
一
心
同
体
で
あ
る
か
ら
、
苦
楽
を
共
に
す
る
契
約
を
結
ん
で
い
る

は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
万
事
に
お
い
て
対
等
の
精
神
で
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
女
性
の
柔
順
と
い
っ
て
も
「
言
語
挙
動
の
従
順
に
し
て
、
卑
屈
盲
従
の

意
味
」
で
は
な
く
、「
大
節
」
つ
ま
り
大
事
件
に
あ
え
ば
「
父
母
の
命
を
拒
み
、
夫

の
所
行
に
争
ふ
こ
と
」
も
あ
る
と
言
う
。
こ
の
「
大
節
」
と
は
、
自
分
の
娘
を
家

の
経
済
の
た
め
に
身
売
り
さ
せ
た
り
、
夫
が
不
品
行
で
妾
を
作
っ
た
と
き
に
は
、

夫
は
対
等
の
配
偶
者
を
侮
辱
し
虐
待
し
た
罪
を
犯
し
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
妻
は

死
力
を
尽
く
し
て
争
う
べ
き
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
本
の
後
で
、
福
沢
の

談
話
と
し
て
載
っ
て
い
る
も
の
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

「
女
子
は
仮
令
ひ
博
識
の
大
學
者
足
ら
ざ
る
も
、
人
事
の
大
概
に
通
達
し
て
、
先

づ
自
身
の
何
者
た
る
を
知
り
、
其
男
子
に
対
す
る
の
軽
重
を
測
り
、
男
女
平
等

不
軽
不
重
の
原
則
を
明
ら
か
に
し
、
内
に
深
く
身
権
を
持
張
し
て
、
自
尊
自
重
、

敢
て
動
揺
せ
ざ
る
ま
で
の
見
識
を
得
せ
し
む
る
は
、
子
を
愛
す
る
父
母
の
義
務

な
る
可
し
」

と
言
っ
て
い
る
。

最
後
に
福
沢
が
女
性
の
問
題
に
関
し
て
、
理
想
と
現
実
的
対
応
の
二
重
の
視
点

を
た
え
ず
持
っ
て
い
た
点
を
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
男
子

の
不
品
行
が
女
子
に
対
す
る
侮
辱
で
あ
り
虐
待
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
福
沢
は

力
説
し
男
女
平
等
の
理
想
を
実
現
す
る
こ
と
が
「
至
極
の
願（『
品
行
論
』）」
で
あ

る
と
言
う
。

「
本
来
人
の
不
品
行
を
正
さ
ん
と
な
ら
ば
、
根
本
よ
り
之
を
正
す
可
し
。
道
二

つ
、
正
と
不
正
と
の
み…

…

万
物
の
霊
と
し
て
人
倫
の
範
囲
中
に
在
る
者
な
ら
ば
、
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断
じ
て
醜
行
を
許
す
可
ら
ず
、
内
外
表
裏
一
切
こ
れ
を
容
る
ゝ
の
理
な
し
と
て
、

正
々
堂
々
の
議
論
」
を
張
る
者
を
、
福
沢
は
正
義
論
者
と
名
づ
け
て
い
る
。
こ
う

し
た
正
義
論
に
対
し
て
、
福
沢
も
自
分
は
同
主
義
だ
と
言
う
が
、
こ
れ
は
「
至
極

の
願
」
で
あ
っ
て
も
、
現
実
に
は
行
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
理
想
が
実
現
さ
れ
る
の
は
、
歳
月
の
掛
か
る
問
題
で
あ
り
、
早
晩
実

施
の
目
に
合
う
は
ず
だ
と
し
て
い
る
が
、
明
治
十
八
年
か
ら
二
十
年
代
の
現
実
の

状
況
で
は
、
理
想
の
実
現
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
た
。

従
っ
て
福
沢
は
、
こ
う
し
た
現
実
的
な
状
況
に
適
応
し
た
現
実
的
対
応
策
を

取
っ
て
い
く
こ
と
が
、
最
後
に
は
理
想
を
実
現
し
て
い
く
適
切
な
手
段
に
な
る
と

考
え
た
。
そ
こ
で
、
明
治
時
代
の
趨
勢
の
下
で
は
、
娼
婦
制
度
を
許
さ
ざ
る
を
得

な
い
が
、
い
わ
ゆ
る
中
産
階
級
の
家
庭
で
は
娼
婦
や
妾
が
い
る
こ
と
を
隠
し
て
お

き
、
人
間
交
際
の
内
に
入
れ
な
い
と
い
う
次
善
策
を
取
る
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
次
第
に
理
想
の
男
女
関
係
を
中
産
階
級
の
内
に
実
現
し
て
い
き
、
中

産
階
級
の
男
女
が
社
会
を
リ
ー
ド
し
て
、
最
後
に
は
理
想
的
社
会
に
お
け
る
男
女

平
等
を
実
現
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

以
上
福
沢
の
女
性
論
の
全
体
を
簡
単
に
概
観
し
て
き
た
が
、
二
十
世
紀
後
半
の

日
本
の
男
女
関
係
の
実
状
と
比
べ
て
み
る
と
、
福
沢
の
女
性
論
の
理
想
的
部
分
は
、

か
な
り
実
現
さ
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
夫
婦
の
間
の

対
等
の
権
利
関
係
は
、
法
的
に
は
実
現
し
て
い
る
し
、
ま
た
現
実
に
夫
婦
の
間
に

第
三
者
の
女
性
や
男
性
が
介
入
す
る
場
合
、
離
婚
の
権
利
は
平
等
に
保
証
さ
れ
て

い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

た
だ
ミ
ル
の
い
う
男
女
の
理
想
す
な
わ
ち
職
業
就
職
の
機
会
の
平
等
は
、
た
と

え
男
女
の
就
職
の
平
等
に
つ
い
て
の
政
府
の
指
導
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
現
在
の

よ
う
な
経
済
的
不
景
気
が
訪
れ
る
と
、
女
性
の
就
職
が
極
端
に
減
少
す
る
と
い
う

社
会
的
事
実
は
、
ミ
ル
の
男
女
平
等
と
い
う
理
念
に
は
程
遠
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。

ま
た
福
沢
の
家
名
の
廃
止
の
主
張
は
、
日
本
で
は
ま
だ
実
現
し
て
い
な
い
が
、

結
婚
後
の
姓
名
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、
現
在
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
上
で

大
変
問
題
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
ま
た
女
性
が
不
動
産
を
男
性
と
同
等
に
持
つ
こ

と
が
で
き
る
こ
と
は
、
戦
後
に
お
い
て
実
現
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

さ
ら
に
一
言
付
け
加
え
れ
ば
、
明
治
時
代
初
期
の
女
性
論
は
、『
幼
学
綱
要
』

『
明
治
孝
節
禄
』『
婦
女
鑑
』
な
ど
に
展
開
さ
れ
た
男
性
に
よ
る
女
性
論
が
主
流
を

占
め
て
お
り
、
ま
だ
儒
教
倫
理
か
ら
そ
れ
ほ
ど
離
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
一
般
的
大
勢
の
中
で
福
沢
の
女
性
論
は
儒
教
倫
理
を
否
定
し
て
、
新
し
い

男
女
平
等
の
あ
り
方
を
示
そ
う
と
し
た
点
で
、
極
め
て
先
進
的
な
主
張
で
あ
っ
た
。

一
方
、
福
沢
の
女
性
論
は
男
女
の
同
等
を
主
張
し
た
が
、
職
業
選
択
の
平
等
、

参
政
権
の
平
等
な
ど
を
含
め
た
男
女
の
同
権
を
主
張
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と

い
う
批
判
も
あ
り
、
こ
の
点
は
福
沢
の
女
性
論
の
時
代
的
限
界
で
あ
る
と
い
う
こ

と
も
で
き
る
。
そ
う
は
い
っ
て
も
、
大
正
期
に
至
っ
て
平
塚
ら
い
て
う
の
、
女
性

に
よ
る
女
性
の
た
め
の
女
性
の
解
放
運
動
の
先
駈
け
と
な
っ
た
と
言
っ
て
も
良
い

で
あ
ろ
う
。

（
本
論
は
筆
者
が
一
九
九
五
年
六
月
一
日
に
北
京
日
本
学
研
究
中
心
で
講
演
し
、

さ
ら
に
一
九
九
五
年
七
月
七
日
に
天
津
社
会
科
学
院
日
本
研
究
所
に
お
い
て
同
一

テ
ー
マ
で
講
演
し
た
原
稿
に
加
筆
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。）
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福沢諭吉の女性論

注

1
（ 

）
福
沢
諭
吉
『
福
沢
諭
吉
全
集
』
全
二
一
巻
、
昭
和
三
十
三
年—

三
十
九
年
。
別
巻
、

昭
和
四
十
六
年
。
以
下
『
福
沢
諭
吉
全
集
』
を
全
集
と
略
し
、
著
者
名
「
福
沢
諭
吉
」

も
略
す
。

2
（ 

）
『
西
洋
事
情
初
編
』
慶
応
二
年
、
全
集
一
巻
、
二
七
五—

三
八
二
頁
。

3
（ 

）
『
西
洋
事
情
外
編
』
明
治
元
年
、
全
集
一
巻
、
三
八
三—

四
八
一
頁
。

4
（ 

）
『
中
津
留
別
の
書
』
明
治
三
年
、
全
集
二
○
巻
、
四
九—

五
三
頁
。

5
（ 

）
『
学
問
の
す
ゝ
め

一
五
編
』
明
治
九
年
八
月
、
全
集
三
巻
、
一
二
三—

一
三
○
頁
。

6
（ 

）
『
学
問
の
す
ゝ
め

八
編
』 
明
治
七
年
四
月
、
全
集
三
巻
、
七
八—

八
四
頁
。

7
（ 

）
『
学
問
の
す
ゝ
め 

一
三
編
』
明
治
七
年
四
月
、
全
集
三
巻
、
一
○
九—

一
一
五
頁
。

8
（ 

）
『
学
問
の
す
ゝ
め 

一
五
編
』
明
治
九
年
八
月
、
全
集
三
巻
、
一
二
三—

一
三
○
頁
。

9
（ 

）
第
一
期
か
ら
第
二
期
に
福
澤
は
主
著
と
な
る
べ
き
女
性
論
を
書
い
て
い
な
い
。
も
ち

ろ
ん
次
の
よ
う
な
小
論
は
幾
つ
か
書
い
て
い
る
が
、「
品
行
論
」
の
演
説
を
除
き
重
要
な

論
説
で
は
な
い
の
で
、
第
一
期
、
第
二
期
、
第
三
期
と
比
べ
て
女
性
論
の
休
止
期
間
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

男
の
立
場
で
、
結
婚
す
る
相
手
の
女
性
の
智
徳
の
系
統
を
調
べ
ね
ば
な
ら
な
い
と
主

張
し
て
い
る
「
系
統
論
」（
明
治
九
年
十
二
月
五
日
、
全
集
一
九
巻
、
六
○
六—

六
○
八

頁
）、
女
性
教
育
の
基
礎
を
家
事
に
置
く
「
女
子
教
育
に
付
き
某
氏
宛
発
信
」（
明
治
十

一
年
二
月
八
日
、
全
集
四
巻
、
四
九
七—

四
九
九
頁
）、
女
子
の
体
力
を
重
視
す
べ
き
だ

と
説
く
「
婦
人
養
生
の
事
」（
全
集
一
九
巻
、
六
五
二—

六
五
四
頁
）、
演
説
「
品
行
論
」

明
治
十
三
年
七
月
、
妻
を
娶
る
条
件
と
し
て
智
徳
の
名
家
を
求
め
る
こ
と
を
説
く
「
妾

の
効
能
」（
全
集
八
巻
、
一
五—

一
六
頁
）、
妻
と
妾
と
の
区
別
は
「
金
銭
の
沙
汰
」
に

及
ぶ
か
ど
う
か
に
掛
か
る
と
す
る
「
妻
妾
区
別
の
説
」（
全
集
八
巻
、
三
五
七—

三
六
一

頁
）
で
あ
る
。

10
（ 

）
『
婦
女
孝
行
論
』
明
治
十
六
年
、
全
集
九
巻
、
二
○
七—

二
一
○
頁
。

11
（ 

）
『
婦
女
孝
行
餘
論
』
明
治
十
六
年
、
全
集
九
巻
、
二
一
九—

二
二
三
頁
。

12
（ 

）
『
日
本
婦
人
論
』
明
治
十
八
年
、
全
集
五
巻
、
四
四
五—

四
七
四
頁
。

13
（ 

）
『
日
本
婦
人
論
後
編
』
明
治
十
八
年
、
全
集
五
巻
、
四
七
五—

五
○
七
頁
。

14
（ 

）
『
男
女
交
際
論
』
明
治
十
九
年
、
全
集
五
巻
、
五
七
九—

六
○
五
頁
。

『
男
女
交
際
餘
論
』
明
治
十
九
年
、
全
集
一
一
巻
、
四
五—

五
六
頁
。

15
（ 

）
『
婚
姻
早
晩
論
』
明
治
十
九
年
、
全
集
一
一
巻
、
一
五
三—

一
五
八
頁
。

16
（ 

）
『
日
本
男
子
論
』
明
治
二
十
一
年
、
全
集
五
巻
、
六
○
七—

六
三
九
頁
。

17
（ 

）
『
福
翁
百
話
』
明
治
二
十
八
年
、
全
集
六
巻
、
一
九
五—

三
八
四
頁
。

18
（ 

）
明
治
二
十
二
年
か
ら
明
治
二
十
七
年
の
女
性
論
休
止
期
間
に
も
、
福
澤
は
次
の
よ
う

な
女
性
に
つ
い
て
の
幾
つ
か
の
小
論
を
書
い
て
い
る
。
福
澤
の
長
子
一
太
郎
の
結
婚
披

露
宴
の
席
上
で
、
両
親
が
嫁
の
系
統
を
調
べ
て
一
太
郎
に
見
合
い
さ
せ
、
最
後
の
結
婚

の
決
意
は
子
ど
も
の
自
由
の
決
断
に
委
ね
た
所
以
を
語
っ
た
「
長
男
一
太
郎
結
婚
披
露

の
席
上
に
於
け
る
演
説
」（
全
集
一
九
巻
、
明
治
二
十
二
年
四
月
二
十
七
日
、
七
一
四—

七
一
七
頁
）、「
賎
界
に
堕
落
し
た
る
」
女
性
は
社
会
一
般
に
対
し
て
遠
慮
す
べ
き
だ
と

主
張
し
た
「
貴
顕
紳
士
の
婦
人
内
室
」（
全
集
一
三
巻
、
明
治
二
十
五
年
三
月
九
日
、
三

○
八—

三
一
○
頁
）、
現
代
か
ら
見
れ
ば
福
澤
の
保
守
的
な
女
性
論
を
展
開
し
て
い
る

「
婦
人
社
会
の
近
状
」（
全
集
一
三
巻
、
明
治
二
五
十
年
四
月
二
十
二
日
、
三
四
八—

三

五
○
頁
）、 

人
世
居
世
の
要
と
し
て
女
性
の
裁
縫
教
育
を
要
求
す
る
「
女
子
教
育
」（
全

集
一
三
巻
、
明
治
二
十
五
年
十
一
月
十
日
、
五
六
四—

五
六
六
頁
）、
対
外
的
に
対
抗
で

き
る
た
め
の
国
民
の
体
格
・
体
力
の
向
上
の
た
め
に
、
結
婚
の
際
に
女
性
の
素
性
・
血

統
の
詮
索
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
「
国
民
の
体
格
・
配
偶
の
撰
択
」（
全
集

一
四
巻
、
明
治
二
十
七
年
四
月
七
日
、
三
三
六—

三
三
九
頁
）
の
小
論
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
福
澤
の
第
一
期
、
第
二
期
の
主
張
を
小
出
し
に
し
た
エ
ッ
セ
イ
に
過
ぎ
な

い
の
で
、
彼
の
女
性
論
の
休
止
期
間
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

19
（ 

）
『
福
沢
先
生
浮
世
談
』
明
治
三
十
一
年
、
全
集
六
巻
、
四
三
七—

四
六
○
頁
。

20
（ 

）
『
女
大
學
評
論
』
明
治
三
十
二
年
、
全
集
六
巻
、
四
六
一—

五
○
三
頁
。

21
（ 

）
『
新
女
大
學
』
明
治
三
十
二
年
、
全
集
六
巻
、
五
○
五—

五
二
六
頁
。

22
（ 

）
『
女
大
學
』
日
本
教
育
文
庫
、
教
科
書
篇 

日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
昭
和
五
十
二
年
、
一

五
三—

一
五
四
頁
。

23
（ 

）
貝
原
益
軒
『
和
俗
童
子
訓
』
日
本
教
育
文
庫
、
学
校
篇
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
昭

和
五
十
二
年
、
四
三
五—

五
一
二
頁
。

24
（ 
）
中
村
正
直
訳
『
サ
ム
エ
ル
・
ス
マ
イ
ル
ズ
・
西
国
立
志
篇
』
明
治
四
年
、
講
談
社
学

術
文
庫
、
昭
和
五
六
年
。

25
（ 

）

J

S

中
村
正
直
訳
『 

・ 

・
ミ
ル
・
自
由
之
理
』
明
治
五
年
。

26
（ 

）
高
橋
昌
郎
『
中
村
敬
宇
』
人
物
叢
書
、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
四
十
一
年
。

小
泉
仰
『
中
村
敬
宇
と
キ
リ
ス
ト
教
』
北
樹
出
版
、
一
九
九
一
年
五
月
。
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小
泉
仰
外
編
著
『
日
本
の
思
想
を
考
え
る
』
比
較
思
想
学
会
講
座
第
二
巻
、
北
樹
出

版
、
一
九
九
三
年
十
月
、
一
一
三—

一
四
三
頁
。

 
小
泉
仰
「
中
村
敬
宇
と
内
村
鑑
三
」『
内
村
鑑
三
研
究
第
三
○
号
』
キ
リ
ス
ト
教
図
書

出
版
社
、
一
九
九
四
年
十
月
、
四
五—

七
一
頁
。

27
（ 

）
中
村
敬
宇
「
善
良
ナ
ル
母
ヲ
造
ル
ノ
論
」『
明
六
雑
誌
』
明
治
文
化
研
究
会
編
『
明
治

文
化
全
集
第
五
巻

雑
誌
編
』
日
本
評
論
社
、
昭
和
四
十
三
年
一
月
、
二
一
二—

二
一

三
頁
。

大
久
保
利
謙
編
『
明
治
啓
蒙
思
想
集
』
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
十
二
年
、
三
○
○—

三

○
二
頁
。

28
（ 

）
元
田
永
孚
「
森
文
相
ニ
対
ス
ル
教
育
意
見
書
」
明
治
二
十
年
頃
、
片
山
清
一
編
『
資

料
・
教
育
勅
語—

—

渙
発
及
び
関
連
諸
資
料
』
高
陵
書
店
、
昭
和
四
九
年
、
七
九—

八

一
頁
。

原
田
実
『
森
有
礼
』
世
界
思
想
家
全
集
、
牧
書
店
、
一
九
六
六
年
、
四
七—

五
六
頁
。

犬
塚
孝
明
『
若
き
森
有
礼—

—

東
と
西
の
狭
間
で
』
星
雲
社
、
一
九
八
三
年
、
一
二

一—

一
四
二
頁
。

29
（ 

）

J.S
. M

ill, T
he S

ubjection of W
om

en, 1869, edited by S
.C

oit, L
ongm

ans, L
on-

don, 1911, p.58.

30
（ 

）
『
福
沢
諭
吉
選
集

第
九
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
一
年
、
三
○
八—

三
一
○
頁
。

31
（ 

）
『
西
洋
事
情
初
編

巻
之
二
』
全
集
一
巻
、
三
二
三
頁
。

32
（ 

）
『
学
問
の
す
ゝ
め

初
編
』
全
集
三
巻
、
二
九
頁
。

33
（ 

）
『
旧
藩
情
』
明
治
十
年
、
全
集
七
巻
、
二
六
一—

二
八
○
頁
。

34
（ 

）
『
中
津
留
別
の
書
』
明
治
三
年
、
全
集
二
○
巻
、
五
○
頁
。

35
（ 

）
小
林
勝
人
訳
『
孟
子
上
』
岩
波
文
庫
、
昭
和
四
七
年
、
二
○
九—

二
一
一
頁
。

36
（ 

）
『
中
津
留
別
の
書
』
全
集
二
○
巻
、
五
○
頁
。

37
（ 

）
上
掲
書
、
五
一
頁
。

38
（ 

）
『
学
問
の
す
ゝ
め

八
編
』
全
集
三
巻
、
八
一—

八
二
頁
。

39
（ 

）
上
掲
書
、
八
二
頁
。

40
（ 

）
上
掲
書
、
八
二
頁
。

41
（ 

）
『
学
問
の
す
ゝ
め

一
三
編
』
全
集
三
巻
、
一
○
九—

一
一
二
頁
。 

福
沢
は
こ
こ
で

「
怨
望
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
、
人
間
の
不
徳
の
最
大
な
る
も
の
と
し
て
い
る
。
恐
ら
く

こ
の
「
怨
望
」
は
彼
が
読
ん
だ
ミ
ル
の “O

n L
iberty” 

の
第
四
章
に
出
て
く
る “envy”

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ミ
ル
は
人
間
の
悪
徳
を
列
挙
し
て
次
の
よ
う
に
言
い
、envy 

を
最

も
嫌
悪
す
べ
き
反
社
会
的
情
念
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。

C
ruelty of disposition; m

alice and ill-nature; that m
ost anti-social and odious of

all passions, envy;...” J.S
. M

ill, U
tilitarianism

, L
iberty, and R

epresentative

G
overnm

em
ent, N

ew
 Y

ork: E
.P. D

utton and C
om

pany, IN
C

. 1951, p.181.

と
こ
ろ
が
、
中
村
敬
宇
は
彼
の
訳
し
た
『
自
由
之
理
』
明
治
五
年
に
お
い
て “that

m
ost anti-social and odious of all passions, envy

...” 

を
、「
交
際
ヲ
嫌
ヒ
仇
恨
ノ

情
ア
ル
事
」
と
訳
し
て
い
る
の
は
、
些
か
誤
訳
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
福
沢
が
も
し
こ

の
箇
所
か
ら
「
怨
望
」
と
い
う
言
葉
を
取
っ
た
と
す
れ
ば
、
敬
宇
よ
り
正
確
な
訳
を
し

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
い
え
ば
、
英
語
のenvy

と
日
本
語
の
怨
望
と
は
発
音
も
よ

く
似
て
い
て
、
福
沢
は
ゴ
ロ
合
わ
せ
も
楽
し
ん
だ
に
違
い
な
い
。

42
（ 

）
『
学
問
の
す
ゝ
め

一
五
編
』
全
集
三
巻
、
一
二
四
頁
。

43
（ 

）

J.S. M
ill, T

he E
nfranchisem

ent of W
om

en, 1851.

44
（ 

）

J.S. M
ill, D

issertations and D
iscussions, vol. 2, L

ongm
ans, L

ondon, 1875.

45
（ 

）

F
.A

. H
ayek, John S

tuart M
ill and H

arriet T
aylor, R

outledge &
 K

egan P
aul,

L
ondon, 1951.

M
ichael S

t. J. P
acke, T

he L
ife of John S

tuart M
ill, S

ecker &
 W

arburg, L
ondon

1954.

R
uth B

orchard, John Stuart M
ill the M

an, W
atts, L

ondon, 1957.

H
.O

. P
appe, John S

tuart M
ill and H

arriet T
aylor M

yth, C
am

bridge U
niversity

Press, 1960.

F
. Josephine K

am
m

, John S
tuart M

ill in L
ove, G

ordon &
 G

rem
ensi, L

ondon,

1977 .ハ
イ
エ
ク
が
最
初
『
女
性
参
政
権
』
を H

arriet T
aylor 

の
著
作
で
あ
る
と
断
定
し
て

か
ら
、
パ
ッ
ク
も
同
調
し
て
い
た
が
、
パ
ッ
プ
は
こ
れ
に
反
対
し
て
、
ハ
リ
エ
ッ
ト
の

他
の
著
作
と
比
較
し
て
、
彼
女
が
こ
れ
程
の
著
作
を
書
け
る
わ
け
が
な
い
と
論
じ
、
カ

ム
も
パ
ッ
プ
に
同
意
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
今
後
の
研
究
に
委
ね
ざ
る
を
得

な
い
。
そ
こ
で
、
筆
者
は
こ
の
『
女
性
参
政
権
』
を
ミ
ル
を
論
じ
る
際
に
除
外
し
て
お

く
。

46
（ 

）

M
ichael S

t. John P
acke, T

he L
ife of John S

tuart M
ill, L

ondon, S
ecker &

W
arburg, 1954, pp.492 –505.
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福沢諭吉の女性論

47
（ 
）
小
泉
仰
『
ミ
ル
』
牧
書
店
、
昭
和
三
十
九
年
、
一
一
五—

一
二
三
頁
。

48
（ 
）

J.S. M
ill, A

utobiography of John Stuart M
ill, 1873, C

olum
bia U

niversity Press,

N
ew

  Y
ork,  1960,  p.131;  J.S.  M

ill,  A
utobiography,  edited  by  H

arold  L
aski,

O
xford U

niversity Press, 1931  p.158.

49
（ 

）
『
学
問
の
す
ゝ
め

五
編
』
全
集
三
巻
、
六
一
頁
。

こ
こ
で
福
沢
は
彼
の
言
う
中
産
階
級
が
学
者
の
み
で
あ
る
と
い
い
、
そ
の
学
者
の
多

数
も
政
府
に
擦
り
寄
っ
て
い
る
と
批
判
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
の
意
味
し
た
中
産

階
級
は
日
本
に
存
在
し
て
い
な
い
と
見
て
い
る
。

50
（ 

） 

『
徳
育
如
何
』
明
治
十
五
年
、
全
集
五
巻
、
三
五
三—

四
頁
。

福
沢
は
こ
こ
で
将
来
の
指
導
者
を
教
育
す
る
場
合
、
そ
の
可
能
性
の
あ
る
対
象
が
次

の
三
條
件
を
満
足
す
る
必
要
が
あ
る
と
論
じ
る
。
「
祖
先
の
遺
伝
の
能
力
と
、
其
生
育

の
家
風
と
、
其
社
会
の
公
議
輿
論
」
の
三
條
件
を
充
た
す
人
物
は
旧
来
の
士
族
出
身
で

あ
る
と
い
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
士
族
と
は
『
時
事
小
言
』
明
治
十
四
年
（
全
集
五
巻
、

二
二
一
頁
）
に
よ
れ
ば
、「
封
建
時
代
に
世
禄
を
食
て
帯
刀
し
た
る
者
の
み
に
限
る
に
非

ず
。
或
は
浪
士
、
豪
農
、
儒
者
、
医
師
、
文
人
等
、
都
て
其
精
神
を
高
尚
に
し
て
肉
体

以
上
の
事
に
心
身
を
用
る
種
族
を
指
す
」
と
い
う
。

い
わ
ば
、
彼
の
い
う
無
形
の
独
立
を
達
成
し
た
、
あ
る
い
は
達
成
し
つ
つ
あ
る
人
々

を
指
し
て
い
た
。

51
（ 

）
『
品
行
論
』
明
治
十
八
年
、
全
集
五
巻 

、
五
六
六—

五
六
九
頁
、
五
七
二—

五
七
四

頁
、
五
七
六—

五
七
七
頁
。

52
（ 

）
『
徳
育
如
何
』
三
五
四
頁
。『
時
事
小
言
』
二
二
一
頁
。

53
（ 

）
『
日
本
婦
人
論
』
全
集
五
巻
、
四
四
五—

四
七
四
頁
。

54
（ 

）
上
掲
書
、
四
四
九
頁
。

55
（ 

）
上
掲
書
、
四
五
四
頁
。

56
（ 

）
上
掲
書
、
四
五
七—

四
五
八
頁
、
四
六
○
頁
。

57
（ 

）
『
品
行
論
』
全
集
五
巻
、
五
五
四
頁
。

58
（ 

）
上
掲
書
、
五
四
七—

五
七
八
頁
。

59
（ 

）
『
日
本
婦
人
論
』
全
集
五
巻
、
四
六
七
頁
。

60
（ 

）
上
掲
書
、
四
六
八
頁
。

61
（ 

）
上
掲
書
、
四
六
九—

四
七
一
頁
。

62
（ 

）
『
品
行
論
』
全
集
五
巻
、
五
五
三—

五
五
四
頁
。

63
（ 

）
『
男
女
交
際
論
』
全
集
五
巻
、
五
八
九
頁
。

64
（ 

）
上
掲
書
、
五
九
○
頁
。

65
（ 

）
上
掲
書
、
五
九
○
頁
。

66
（ 

）
『
日
本
男
子
論
』
明
治
二
十
一
年
、
全
集
五
巻
、
六
一
二—

六
一
八
頁
。

67
（ 

）
『
日
本
婦
人
論
』
全
集
五
巻
、
四
四
七—

四
七
四
頁
。

68
（ 

）
『
男
女
交
際
論
』
五
七
九—

六
○
五
頁
。

69
（ 

）
『
女
大
學
評
論
』
明
治
三
十
二
年
、
全
集
六
巻
、
四
六
一—

五
○
三
頁
。

70
（ 

）
『
新
女
大
學
』
明
治
三
十
二
年
、
全
集
六
巻
、
五
○
五—

五
二
六
頁
。

71
（ 

）
上
掲
書
、
五
○
五—

五
二
六
頁
。

72
（ 

）
上
掲
書
、
五
○
五
頁
。

73
（ 

）
上
掲
書
、
五
○
七
頁
。

74
（ 

）
上
掲
書
、
五
○
七
頁
。

75
（ 

）
上
掲
書
、
五
一
三
頁
。

76
（ 

）
上
掲
書
、
五
一
三
頁
。

77
（ 

）
上
掲
書
、
五
一
四
頁
。

78
（ 

）
上
掲
書
、
五
一
九—

五
二
○
頁
。

79
（ 

）
上
掲
書
、
五
二
○—

五
二
一
頁
。

80
（ 

）
上
掲
書
、
五
二
三
頁
。

81
（ 

）
『
品
行
論
』
全
集
五
巻
、
五
五
五
頁
。

82
（ 

）
上
掲
書
、
五
五
五
頁
。

83
（ 

）
上
掲
書
、
五
五
五—

五
五
九
頁
。

84
（ 

）
上
掲
書
、
五
五
四—

五
七
四
頁
。

85
（ 

）
元
田
永
孚
編
『
幼
学
綱
要
』
宮
内
省
、
明
治
十
五
年
、
近
藤
芳
樹
編
『
明
治
孝
節
禄
』

宮
内
省
、
明
治
十
年
、
西
村
茂
樹
編
『
婦
女
鑑
』
宮
内
省
、
明
治
二
十
年
、（
海
後
宗
臣

編
『
教
育
勅
語
渙
発
関
係
資
料
集
第
一
巻
』
国
民
精
神
文
化
研
究
所
昭
和
十
五
年
、
二

五—

六
五
三
頁
）

86
（ 
）
中
村
敏
子
「
福
沢
諭
吉
に
お
け
る
文
明
と
家
族—

—

序
説
」『
北
大
法
学
論
集
』
第
四

○
巻
、
五
・
六
号
、
一
九
九
○
、「
福
沢
諭
吉
に
お
け
る
文
明
と
家
族
（
二
）」
第
四
四

巻
、
第
四
号
、
一
九
九
三
、「
福
沢
諭
吉
に
お
け
る
文
明
と
家
族
（
三
・
完
）」
第
六
号
、

一
九
九
四
。


